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Ⅰ　賃金水準の向上
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Ⅰ-１ 中小企業の生産性向上による労働者の待遇改善に

ついて

経済産業省中小企業庁

厚生労働省雇用環境・均等局

内閣府地方創生推進事務局

【要望の内容】

（１） 事業場内最低賃金を引き上げる業務改善助成金の継続と共に、業態転換

や企業統合による規模拡大等への支援など、地方の実情に応じた、賃金水

準の向上につながる中小企業支援施策への財政的措置を行うこと。

（２） 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律」に規定される、地元行政及び労使を含む関係機関が参

画する協議会においても、賃金水準引き上げ等待遇改善を含めた包括的な

課題解決が図られるよう努めること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 令和元年度の当県の所定内給与額の平均は２４６．７千円であり、全国

平均の３０７．７千円から大きく差が開いています。人口減少が全国一の

速さで進行している当県において、賃金の低さも人口流出の原因の一つで

あると考えられます。賃金水準の向上は、地元企業の魅力アップにつなが

ることから、人口流出に歯止めをかけるためにも、産業構造の変化に対応

した業態転換や企業統合を図り規模拡大等による企業収益の拡大が必要不

可欠であり、こうした実情に応じて地方の企業が行う取組に対し、国によ

る支援制度が必要です。

（２） また、企業収益の拡大が賃金引き上げにつながっていくためには、地域

の社会的経済的環境に関し、国の機関と共に県を含めた行政、地元経済界、

労働者が共通認識を醸成していく必要があります。
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【参考資料】

○全労働者の所定内給与額

全国平均 ３０７．７千円

秋 田 県 ２４６．７千円（４５位）

（出典：令和２年度賃金構造基本統計調査）

※所定内給与額：６月に決まって支給する現金給与額のうち超過労働給与以外

のもの。

○新規学卒者の所定内給与額

区 分 大学卒 高校卒

全国平均 ２２６．０千円 １７７．７千円

秋 田 県 ２１２．４千円（４０位） １６３．９千円（４３位）

（出典：令和２年度賃金構造基本統計調査）

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（抜粋）

（中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備）

第十条の三 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態

の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確

保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業におけ

る取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体そ

の他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設

置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努

めるものとする。

（県担当課室名 産業労働部産業政策課）
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Ⅰ-２ 地域間格差の是正などに向けた最低賃金制度等の

見直しについて（拡充）

厚生労働省労働基準局

【要望の内容】

（１） 雇用における地域間格差の是正などに向けて、４７都道府県を四つに分

けている最低賃金にかかる目安制度の見直しを行うとともに、地域別最低

賃金の改定により影響を受ける中小企業に対するフォローアップを強化す

ること。

（２） 最低賃金の改定の効果が、賃金水準の向上に確実に反映されるよう、所

得税にかかる控除額の上限や社会保険の適用範囲などの見直しも併せて行

うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の賃金水準は全国低位にあり、こうした賃金水準をはじめとする厳

しい雇用環境が、地域間格差拡大の要因になっています。

最近の県内経済・雇用状況は、個人消費に持ち直しの動きがみられ、製

造業は全体として堅調な動きが続いているほか、有効求人倍率は全国上位

の水準で推移しているものの、業種や地域により状況に差異があります。

（２） 地域別最低賃金にかかるランク間の格差は、近年、僅かながら縮小した

ものの、都市部と地方の最低賃金の格差の解消には程遠いものがあること

から、こうした地域間格差の是正に向けては、最低賃金にかかる目安制度

の見直しを行う必要があります。

（３） 制度の見直しに当たっては、企業の生産性の向上や経営の安定化に向け

た国のフォローアップ施策である「専門家派遣・相談等支援事業」や「業

務改善助成金」などの支援制度の強化に加え、最低賃金引上げの影響を受

けやすい中小企業の積極的な利用につながるよう、こうした支援制度の効

果的な周知や申請手続の簡素化なども併せて行う必要があります。
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（４） パートの主婦やアルバイト学生など、最低賃金近傍で雇用され、所得税

にかかる控除額の限度内や社会保険の適用範囲外で働く短時間労働者にお

いては、これらの制度の見直しを併せて行わないと、世帯収入の増加につ

ながらない可能性があります。

【参考資料】

１ １時間当たり所定内給与額の比較

（出典：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」）

２ 最低賃金の推移

（出典：厚生労働省資料より作成）
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３ 地域別最低賃金の決定方法及び問題点

・中央及び地方の最低賃金審議会において、地域での生計費、賃金実態、企業の

支払い能力の３要素を考慮して答申を行い、都道府県労働局長が決定する。

・中央最低賃金審議会の答申に当たり、引上額の目安が示されるが、これまで都

道府県を四つのランクに分け、ランク毎に目安が示されてきたことと、平成

２０年の最賃法改正後は、生活保護基準額との整合性に配慮することになっ

ている。

４ 最低賃金改定に伴う問題点

・厚生労働省の統計を基に国や民間のシンクタンクがまとめた資料によると、近

年、最低賃金近傍で働く短時間労働者は全国的に増加傾向にある中、短時間労

働者は時給が上昇すると労働時間が減少するという傾向が顕著に見られ、その

結果、年収は僅かな増加にとどまっている。

（県担当課室名 産業労働部雇用労働政策課）
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Ⅰ-３ 生産コストの増加に伴う価格への適正転嫁について

経済産業省中小企業庁

公正取引委員会

【要望の内容】

県内製造業における中小企業・小規模事業者は、最低賃金引き上げ等による人

件費の上昇や物流費等の上昇も相まって厳しい経営環境にある。特に、下請け主

体の事業者が多いため、生産コストの増加分について、加工料や製品価格へ適正

に価格転嫁できるよう、親事業者への指導や普及啓発を図るなど、公正な取引環

境の整備を一層進めること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県の製造業においては、下請型・賃加工組立型の中小企業・小規模事

業者が多く、製造品出荷額の付加価値生産性は全国でも下位となっていま

す。（従業員１人当たりの製造品付加価値額は全国４５位）

また、最低賃金の引き上げ等による人件費の上昇や物流費の上昇等もあ

り、その経営環境は非常に厳しいものとなっています。

（２） このため、県においても、県内製造事業者に対し、生産性の向上や付加

価値の高い製品づくりに向けた、生産現場の改善支援や生産設備等の導入

支援などを強力に推進しているところですが、生産コスト増加分の価格へ

の転嫁は思うように進んでいない実情があります。

（３） 国においては、下請中小企業振興法で「振興基準」を定め､親事業者と

と下請事業者に対する適正取引に向けた助言・指導や下請事業者支援を行

っているほか、下請代金支払遅延等防止法に基づき、中小企業庁と公正取

引委員会が連携して、書面調査の実施による実態把握や、親事業者に対す

る指導・原状回復措置等を実施するとともに、「下請かけこみ寺」の設置

など相談支援体制の構築にも取り組んでいるところです。

しかしながら、依然として下請事業者は取引環境において弱い立場にあ

るため、下請事業者が自らに起因しないコスト増について、適正に価格へ

転嫁できるよう、親事業者への指導や普及啓発など、公正な取引環境の整

備に向けた一層の取組強化が必要です。
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【参考資料】

（県担当課室名 産業労働部地域産業振興課）

製造品付加価値額
(百万円）

従業員数
(人）

1人当たり
付加価値額

順位

全国計 100,234,752 7,717,646 12.99 
1 山口県 1,942,919 95,585 20.33 1
2 徳島県 872,895 47,404 18.41 2
3 滋賀県 2,920,486 164,215 17.78 3
4 茨城県 4,211,881 272,191 15.47 4
5 京都府 2,212,039 145,211 15.23 5
6 和歌山県 808,624 53,497 15.12 6
7 愛知県 12,810,137 848,565 15.10 7
8 千葉県 3,111,532 208,486 14.92 8
9 群馬県 3,063,370 210,730 14.54 9

10 栃木県 2,943,811 203,444 14.47 10
11 三重県 2,990,049 207,694 14.40 11
12 静岡県 5,889,989 413,000 14.26 12
13 大分県 940,443 66,019 14.25 13
14 神奈川県 5,067,528 356,780 14.20 14
15 兵庫県 5,078,604 363,044 13.99 15
16 山梨県 1,006,234 73,946 13.61 16
17 愛媛県 1,033,848 78,189 13.22 17
18 広島県 2,711,693 218,639 12.40 18
19 佐賀県 756,343 61,907 12.22 19
20 埼玉県 4,756,086 389,487 12.21 20
21 長崎県 666,074 54,630 12.19 21
22 大阪府 5,375,996 444,362 12.10 22
23 香川県 837,986 70,080 11.96 23
24 岡山県 1,804,586 151,056 11.95 24
25 宮城県 1,357,816 116,847 11.62 25
26 福岡県 2,564,665 222,453 11.53 26
27 東京都 2,816,070 245,851 11.45 27
28 奈良県 688,871 61,560 11.19 28
29 富山県 1,411,042 126,638 11.14 29
30 福井県 805,354 72,879 11.05 30
31 山形県 1,078,539 98,407 10.96 31
32 福島県 1,714,968 158,688 10.81 32
33 長野県 2,175,684 202,222 10.76 33
34 熊本県 1,012,033 94,131 10.75 34
35 島根県 437,188 41,867 10.44 35
36 宮崎県 575,698 55,285 10.41 36
37 北海道 1,729,928 168,703 10.25 37
38 石川県 1,048,232 103,466 10.13 38
39 新潟県 1,877,882 186,900 10.05 39
40 岐阜県 2,025,282 203,537 9.95 40
41 青森県 563,173 56,877 9.90 41
42 鹿児島県 641,778 69,563 9.23 42
43 岩手県 773,489 87,639 8.83 43
44 高知県 206,249 25,416 8.11 44
45 秋田県 494,187 61,753 8.00 45
46 鳥取県 247,625 33,444 7.40 46
47 沖縄県 175,846 25,359 6.93 47

注：従業者4～29人の事業所については粗付加価値額である。
（出典：２０２０年工業統計（確報）より）

都道府県別 製造品付加価値額
（従業者4人以上の事業所）

都道府県
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Ⅱ　カーボンニュートラルへの挑戦
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Ⅱ-１ カーボンニュートラルの実現に向けた森林・林業

・木材産業によるグリーン成長のための予算確保に

ついて（拡充）

農林水産省大臣官房、林野庁

【要望の内容】

（１） 森林資源の循環利用によるＣＯ２吸収量の向上や、炭素貯蔵の増大を図

るため、新たに創設を目指している「森林・林業・木材産業グリーン成長

総合対策」や「森林整備事業」の予算を十分に確保すること。

（２） 特に、再造林の拡大による森林の若返りの促進は、林業を持続的に発展

させる上でも、極めて重要であることから、十分な予算を確保すること。

（３） 今般改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、令和４年度当初予算

により、民間木造建築物等への支援策を拡充すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、２０５０年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、森

林整備や木材利用の拡大によるＣＯ２吸収や炭素貯蔵の効果等を数値化し、

資源の循環利用の望ましい姿を示すなど、全国に先駆けた独自の取組を行

っています。

（２） 適切な森林整備は、ＣＯ２吸収効果の向上のほか、地域経済の活性化・

雇用の創出に加え、山地災害防止等の公益的機能の高度発揮につながるた

め、造林や林道整備等の公共事業予算の増額が必要となっています。

（３） また、当県では、業界団体等が「秋田県再造林推進協議会」を設立し、

低コスト造林技術等の普及や林業経営体への経営管理の集積などの対策に

ついて、県と業界が一体となって取り組む体制を構築しています。

（４） 当県では、非住宅分野における県産材利用拡大を図るため、木造建築の

設計支援のほか、建築士等を対象とした木造建築の研修や学生を対象とし

た木材利用提案コンクールの開催など建築人材の育成に取り組んでいます。

-12-



【参考資料】

１ 再造林面積の推移

２ 低コスト造林技術の実践フィールド

３ 民間事業者による非住宅分野での県産材の利用拡大

（第１回 ウッドファーストあきた木造・木質化建築賞 最優秀賞 道の駅ふたつい）

（県担当課室名 農林水産部林業木材産業課）
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Ⅱ-２ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備促進と

その活用による産業集積について

内閣府総合海洋政策推進事務局

経済産業省大臣官房、資源エネルギー庁

国土交通省港湾局

【要望の内容】

（１） 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律（以下「再エネ海域利用法」という。）第１５条の規定に基づく事

業者の選定に当たっては、地域産業の振興に資する取組など地域への貢献

について重視するとともに、その評価においては知事意見を尊重すること。

（２） 再生可能エネルギーによる電力の地産地消については、県内において事

業を計画し、こうした電力を調達したい事業者が優先的な購入を可能とす

る制度や、その需要拡大に向けたインセンティブの創設を図ること。また、

地域における災害時の電源として活用される仕組みを構築すること。

（３） 洋上風力発電の導入に関するサプライチェーン構築に向けては、洋上風

力発電の集積が進む地域もしくは基地港湾を中心として、関連産業の立地

を促進すること。

（４） 洋上風力発電の導入に関して、環境等への影響や地域経済への効果に関

する懸念が一部の住民にあることから、再エネ海域利用法第４条第３項に

基づき、洋上風力発電に関する住民の理解が深まるよう、教育活動、広報

活動その他の活動の充実を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 再エネ海域利用法において、令和２年７月に当県の２海域が促進区域に

指定され、同年１１月から実施された洋上風力発電事業者の公募は令和３

年５月に締め切られ、選定事業者の選定が実施されています。

事業者の選定に当たっては、令和元年６月に経済産業省並びに国土交通

省が示した「一般海域における占用公募制度の運用指針」において、「地

域との共生に関する事項については、都道府県知事の意見を反映させるこ

とが特に重要な項目であるため、地域の代表としての都道府県知事の意見

を参考聴取し、これも踏まえて評価を実施する」とされています。
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（２） 再生可能エネルギーによる電力については、地域偏在や出力変動の緩和

が必要とされるなどの課題があること、産業界においてＣＯ２フリーの電

力での製造が求められていること、さらには地域でのレジリエンス対応が

求められることなどから、これらへの対処として、地域で優先的に活用可

能とする地産地消を推進する必要があります。

（３） 当県は風況に恵まれ、風力発電の大きなポテンシャルを有しており、大

規模な洋上風力発電の導入に向けて、港湾内での発電所建設工事が進めら

れているほか、一般海域においても再エネ海域利用法に則り、候補海域の

指定や事業者の選定手続が進められております。

令和２年１２月に洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会が示し

た洋上風力産業ビジョン（第１次）においては、「洋上風力関連産業の立

地・集積等による地域経済の活性化や雇用創出を図る」こととされていま

す。こうした中、現在当県では、大規模な洋上風力発電の導入が進められ

ているとともに、港湾法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点

港湾として秋田港、能代港の２港を擁しており、ビジョンで示されている

「競争力あるサプライチェーンの構築」の観点から、関連産業の立地につ

いて国内でも有数の適地であると言えます。

（４） 洋上風力発電の導入に関して、漁業をはじめ、景観・騒音等による生活

環境等への影響、地域経済へのメリットの有無に関する懸念が一部の住民

にあることから、環境アセスメントの適切な実施の一方で、政府広報等を

通じ、経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与する洋上風力

発電の導入意義について、広く国民の理解を深めていく必要があります。
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【参考資料】

秋田県における洋上風力発電の状況（令和３年９月現在）

（県担当課室名 産業労働部エネルギー・資源振興課

建設部港湾空港課）

凡例
有望な区域

　（一般海域）：

能代市、三種町、男鹿市沖
令和３年５月　事業者の公募締切

事業者選定手続中

  （一般海域）：

由利本荘市沖（北側・南側） 
令和３年５月　事業者の公募締切

事業者選定手続中

促進区域

基地港湾 ： 秋田港
令和２年９月　指定

（港湾内） ： 能代港
令和２年２月　整備事業に着手

港湾内洋上風力発電の

建設状況
（令和３年４月～９月）

（　写真提供　：　秋田洋上風力発電株式会社　）

基地港湾 ： 能代港
令和２年９月　指定

（一般海域） ： 八峰町、能代市沖
令和３年９月　促進区域に指定

（一般海域） ： 

男鹿市、潟上市、秋田市沖
令和３年９月　有望な区域に整理

（港湾内）：秋田港
令和２年２月　整備事業に着手
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Ⅱ-３ 再生可能エネルギーの導入拡大を加速するための

環境整備について

経済産業省大臣官房、産業技術環境局、資源エネルギー庁

環境省地球環境局

【要望の内容】

（１） 再生可能エネルギーの課題とされる地域偏在や出力変動の緩和を図るた

め、洋上を含め、国内有数の風力発電適地である当県において、風力発電

による水素の製造及び効率的な貯蔵等の調査研究や実証事業を行い、その

技術開発の推進を図ること。

また、水素については、コスト面、インフラ面及び制度面で多くの課題

が存在していることから、こうした技術面の取組に加え、技術開発による

低コスト化を推進するとともに、戦略的にインフラ整備や制度の構築に取

り組むこと。

（２） カーボンニュートラルを進める上で必要となるカーボンリサイクルにつ

いて、二酸化炭素（ＣＯ２）の貯留可能な地層の卓越した当県において、

ＣＯ２の直接利用となる原油増進回収法（ＥＯＲ）の促進や回収・有効利

用・貯留（ＣＣＵＳ）の実証試験を行うこと。

（３） 再生可能エネルギーの中でも、安定的な運用が期待される地熱発電につ

いて、円滑な導入拡大を図るため、速やかな重要電源開発地点の指定によ

り、電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当部分）の交付対象とす

ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 再生可能エネルギーについては、発電所建設適地の偏在や、出力変動が

課題になっています。そのため、現在、電力需給バランスの安定化に向け、

出力変動に応じて余剰電力を水素に変換し、これを大量に貯蔵・輸送する

システムを構築するための技術開発に向けた実証事業が進められています。

当県は洋上を含め、国内有数の風力発電適地であり、風力発電によるＣ

Ｏ２フリー水素の製造に関する実証事業等を効果的に行うための条件が整

っています。また、再生可能エネルギーで製造した水素を、輸送すること

なく域内で使用することについて、その検討を行うモデル地域としても適

しています。
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（２） ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、ＣＯ２回収・有効利

用・貯留（ＣＣＵＳ）技術が必要とされており、当県では、沖合にＣＯ２

貯留に適した地層が卓越しているほか、風力発電によるＣＯ２フリー水素

を活用したメタネーション等のカーボンリサイクルに係る実証事業の場と

しても条件が整っています。

（３） 電源立地地域対策交付金（初期対策交付金相当部分）は、重要電源開発

地点が交付対象となっており、「重要電源開発地点の指定に関する規程」

（平成１７年２月１８日官報告示、同日施行）により、電気事業者等の申

請に基づき、出力１万ｋＷ以上の地熱発電施設を対象電源として、経済産

業大臣が「重要電源開発地点」の指定を行い、地元合意形成や関係省庁に

おける許認可の円滑化などを図ることとされています。

当県では、かたつむり山発電所（仮称）（１４,９９０ｋＷ予定）の事

業計画の具体化により、早期の重要電源開発地点の指定が待たれています。

（県担当課室名 産業労働部エネルギー・資源振興課

生活環境部温暖化対策課）
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Ⅲ　新たな時代に対応したデジタル化の推進
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Ⅲ-１ デジタル・トランスフォーメーションの加速化に
ついて（拡充）

デジタル庁

総務省総合通信基盤局

経済産業省商務情報政策局

【要望の内容】

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会全体のデジタル化の重要

性がこれまで以上に高まっており、国においては「新たな日常」の定着に

向けたデジタル・トランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）の

推進を加速することにしているが、ＤＸの基盤となる５Ｇなど高速通信基

盤については、「基幹的な公共インフラ」と位置づけ、地域により格差が

生じることのないよう国の責任において整備を促進すること。

（２） 中小企業等が生産性向上や競争力強化を図るため、デジタル化に対応し、

業務の変革ができるよう、技術的・財政的支援を一層強化すること。

（３） 地方行政のデジタル化を推進し、将来にわたり安定的な運用を図るため、

マイナンバーカードの更なる普及促進や、システムの整備・維持等にかかる

財政的支援について、十分な予算を確保し、地方公共団体の取組を継続的

に支援すること。

（４） 先進技術を活用してＤＸを推進する人材の確保・育成に向けた制度を構

築すること。

（５） 人に優しいデジタル社会の実現を目指し、国民誰もが身近な所で、デジ

タル技術の活用に関する相談や学習を行うことができる体制・環境を速や

かに整備するとともに、県が独自に進めるデジタルデバイドの解消に向け

た取組に対し、技術的・財政的支援策を講じること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 県では、本年４月にＤＸ戦略本部を立ち上げ、行政、産業、くらしなど

のあらゆる分野において官民が一体となり、ＤＸの実現に向けたデジタル

化を促進する取組を推進することにしています。

また、令和４年度からの新たな県政運営の指針となる「～大変革の時代

～新秋田元気創造プラン」においても、選択・集中プロジェクトの一つに

「デジタル化の推進」を位置づけることにしています。
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国においては、５Ｇサービスを全国展開することにしていますが、大都

市圏に比べて地方は収益性が低く、整備が遅れることが懸念されます。地

方においてもデジタル化の利便性を享受するためには、５Ｇをはじめとし

た高速通信基盤を「基幹的な公共インフラ」と位置づけ、国の責任におい

て整備を促進する必要があります。

（２） 中小企業等においては、デジタル技術の利活用に関するノウハウや環境

が整っていない事業者が多く、産学官で構成する「秋田デジタルイノベー

ション推進コンソーシアム」が中心となり、デジタル化を促進する取組を

行っています。

今後、ＩｏＴやＡＩ、ロボット等の先進技術の活用を更に進め、スマート

農業などの新たなビジネスモデルの創出や、オンライン診療等の県民生活の

利便性の向上を図るためには、技術的・財政的支援が必要です。

（３） コロナ禍において、行政のデジタル化の遅れが露呈したことから、国におい

ては、国や地方公共団体のデジタル化を本格的に推進することにしていますが、

令和４年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指したマイナンバーカード

の更なる普及促進を図り、健康保険証や新型コロナウイルス感染症予防接種証

明書、自動車運転免許証などへの利活用を拡充していく必要があります。

また、地方公共団体においては、基幹１７業務のみならず内部管理事務等の

新たな情報システムの構築や既存システムの改修・運用に多額の経費を要

することから、これらの取組に対する継続的な財政支援が必要です。

（４） デジタル技術や計量分析に関する知識や能力を有し、先進技術を活用し

てＤＸを推進する人材については、地方公共団体はもとより、製造業や商

業・サービス業をはじめ、農業や建設業などあらゆる分野において必要性

が高まってきており、その確保・育成を図るためには、人材が首都圏等の

大都市圏に集中する傾向にあることも踏まえ、全国のデジタル人材の公募

情報を一括で公表したり、デジタル人材をチームで地方公共団体に派遣す

るなど、国が積極的に支援する仕組みが必要です。

（５） 全国的に最も高齢化が進んでいる当県においては、デジタル機器に不慣

れな方も多いことから、デジタルリテラシー向上に向けたスマートフォン

の操作研修会を実施することにしています。

また、人と機械を仲介するマン・マシン・インターフェース技術開発等

も求められていることから、県が行う独自の取組や産学官が行う最新技術

開発などに対する技術的・財政的支援が必要です。

（県担当課室名 企画振興部デジタル政策推進課

産業労働部産業政策課デジタルイノベーション戦略室）
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Ⅲ-２ スマート農業の推進について

農林水産省大臣官房、農産局、経営局、

農村振興局、農林水産技術会議

【要望の内容】

（１） 国の「スマート農業実証プロジェクト」等において、労働時間の削減や

軽労効果、収量・品質の向上、費用対効果、導入基準など、明らかになっ

た成果については、生産現場への分かりやすい情報提供と技術移転に努め

るとともに、露地園芸の実証など産地の取組を引き続き支援すること。

（２） 大規模農業法人等に対し、スマート農業を広く普及していくため、引き

続き農機等の低価格化に向けた研究開発を推進するとともに、生産から販

売まで一貫体系でのスマート技術の導入に対する負担軽減措置や、経営管

理に対する支援の充実・強化を図ること。

（３） ほ場の大区画化や用排水路等の整備において、地域のニーズに沿ったス

マート農機の導入が一体的に実現できるよう、支援制度の充実を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、スマート農業を「知り」、「試す」ことにつながるよう、実

証プロジェクトの動画や「スマート農業導入指針」による情報提供、産地

の品目に応じた技術の効果検証を行っているほか、全県に地域協議会を、

公設試験研究機関に専門部門を設置するなど、支援体制を強化しています。

（２） また、実証プロジェクトを通じて、栽培技術はもとより経営全体におけ

る効果を検証していますが、今後、担い手の取組を拡大していくためには、

スマート農機の低価格化に加え、栽培や経営の要素技術をパッケージで導

入することができる事業の充実・強化を図ることが重要です。

（３） スマート農業の効果は、自動走行機の導入やＩＣＴを活用した用水シス

テムなどの整備と合わせ、ドローンや草刈機などの機器導入も一体的に行

うことで一層発揮されることから、農地耕作条件改善事業等において、そ

れらの機器導入にも対応できるよう、支援メニューの充実が望まれます。
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【参考資料】

１ 当県におけるスマート農業の実証成果

２ 大区画ほ場におけるスマート農業の実証（国庫補助：農地耕作条件改善事業を活用）

〔GNSS基地局の設置と自動操舵の実証〕

〔自動給水栓によるICT水管理の実証〕 〔ターン農道の有効性に関する実証〕

（県担当課室名 農林水産部農林政策課､水田総合利用課､園芸振興課､農地整備課）

横 手 市 横 手 地 区

由 利 本 荘 市 松 ヶ 崎 地 区 北 秋 田 市 高 野 尻 地 区

○ 田植作業時間と育苗資材費削減効果 ○ きゅうりのＡＩ自動かん水施肥システムの増収効果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40アール試算）
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Ⅲ-３ 都道府県基幹税務システムの標準化の推進について

デジタル庁

総務省大臣官房、自治財政局、自治税務局

【要望の内容】

（１） 都道府県における基幹税務システムの標準化について、今後の明確な方

向性を示すこと。

（２） 税制改正等に伴う基幹税務システムの改修費等が地方公共団体の負担と

なっていることから、システムの導入・更新・維持管理に対する財政支援

を行うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 少子高齢化による人口減少社会において、地方公共団体が個別で基幹シ

ステムを開発・維持することは困難になっていくことが想定されることか

ら、業務プロセスや基幹システムの標準化による効率化が必要です。

こうした中で、令和３年８月に市町村税の税務システム標準仕様書【第

１．０版】が作成されましたが、都道府県税については、検討がなされて

いません。

（２） 本年９月１日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関す

る法律」第１１条に財政上の措置について規定されていますが、「国は、

地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。」と努力義務にとどまっています。

近年の大規模な税制改正や納税環境の整備に伴うシステムの改修等にか

かる経費については、地方公共団体の大きな財政負担となっています。ま

た、システムの標準化やクラウド型システムの導入についても財政負担と

なることから、併せて国による財政支援が必要です。
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【参考資料】

（出典 自治体クラウドの導入促進の取組 H30.6.26 総務省）

（出典 地方公共団体の情報システムの標準化･共通化 R3.1.25 総務省）

（県担当課室名 総務部税務課）
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Ⅳ　地方創生の推進及び地方の財政基盤の充実・強化
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Ⅳ-１ 地方創生のための構造的改革の推進と支援充実に
ついて

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

内閣府地方創生推進事務局

総務省自治行政局、自治財政局、総合通信基盤局

文部科学省高等教育局

【要望の内容】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大都市部における人口集中の負の側

面が浮き彫りとなり、若い世代を中心に地方への関心が高まってきている。

このような動きを捉えつつ、東京一極集中を是正し、真に地方創生を実現する

ため、国がリーダーシップを執って、持続的な発展に向けた国家的戦略を打ち出

し、地方の特徴を生かした取組を後押しすることに加え、産業の再配置や高速通

信基盤の整備など、地方への人材の定着・還流を図るための抜本的な対策を講じ

ること。

また、人口減少下においても地域の活力を維持するため、地方行政のデジタル

化、県と市町村あるいは市町村相互が連携して行政サービスを維持する取組等に

対して支援の充実を図ること。

《地方創生推進交付金の活用》

（１） 若者の県内定着や移住・定住の促進、「関係人口」の創出・拡大など、

地方の実情に応じた地方創生の取組を加速するため、地方創生推進交付金

を継続するとともに、予算を十分に確保すること。

また、同交付金の趣旨に沿った事業については、対象経費の制約等の見

直しを行うなど、自由度の高い制度とすること。

《地方への人の流れの拡大》

（２） リモートワークやワーケーションなど、新しい働き方の急速な普及を地

方への人の流れの拡大に着実に結び付けていくため、地方が独自に行う

移住・定住の促進や関係人口の拡大に向けた取組に対する財政支援の充

実を図るとともに、国においても、経済団体や企業に対し、テレワーク

に関する情報提供や働きかけを一層強化すること。

《移住支援金の対象等要件の緩和等》

（３） 東京圏からの地方移住及び地方の担い手確保を促進するため、地方創生

推進交付金（移住・起業・就業タイプ）にかかる「移住支援金」につい

て、本社所在地が東京圏の企業を対象法人とするほか、居住・通勤要件

の更なる要件緩和を図るとともに、東京圏等における制度周知の充実を

図ること。
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《アフターコロナの担い手となる人材を輩出する地方大学への支援の充実強化》

（４） 地方大学が、地域の中核的存在として将来にわたり安定的な運営を確保

し、それぞれの特色を発揮しながら、アフターコロナ時代の担い手となる

若者の地方定着や地域産業を支える多様な人材の育成を図るため、地方大

学の運営にかかる財政支援の充実を図ること。

《地方への産業再配置》

（５） 都市圏から地方への産業再配置を促進するため、次の措置を講じること。

① 地方独自の企業立地に対する補助制度への財政支援措置を講じること。

なお、支援制度等の創設に際しては、地理的条件や気候的条件など地

域の実情に応じた支援内容となるよう特段の配慮を行うこと。

② 物流の活性化や産業競争力の強化を図るため、地方が行う物流施設

（港湾、空港）の使用料の減免に対する財政支援措置を講じるとともに、

事業者の利用にかかる高速道路料金の割引制度を創設すること。

《高速通信基盤の整備》

（６） 地方創生の更なる推進に向け、５Ｇをはじめとした高速通信基盤を「基

幹的な公共インフラ」と位置づけ、都市と地方で等しく整備が進むよう、

必要な支援等を行うこと。

《地域の活力を維持するための地方行政のデジタル化、自治体間連携の取組の支

援》

（７） 人口減少社会においても、行政サービスの水準を維持し、様々な地域課

題に対応するため、地方行政のデジタル化、県と市町村あるいは市町村相

互の協働・連携の促進に向け、地方の意見を十分に踏まえながら、取組を

促進するために必要な財政支援等を行うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 地方創生推進交付金は、地方創生の取組を深化させるために極めて有効

な制度であり、地域再生計画に基づく継続的な施策展開を図ることができ

るよう、安定的に予算が確保されることが必要です。

また、同交付金については、販促活動及び各種ＰＲ等の交付対象事業に

かかる地方公共団体職員旅費や、移住やインターンシップを促進するため

の個別企業への給付事業が対象外であるなどの制約があることから、地方

の実情に応じて活用しやすい制度にする必要があります。

（２） 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、首都圏等において、リモー

トワークやワーケーションなどの新しい働き方が急速に普及しており、今

後、これに伴い、地方への人の流れが加速し、移住・定住の促進につなが

ることが期待されます。
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当県では、この状況を好機と捉え、人材誘致という新たな視点による移

住の拡大を図るため、首都圏企業等に対するＰＲ活動や、当県独自のオー

ダーメイド型支援制度の提案による個別企業に対する誘致活動を展開して

おり、こうした取組を集中的に展開するため、リモートワークを実施する

企業が行う情報通信環境整備や、従業員の移住関連経費等を地方創生テレ

ワーク交付金の対象とするなどの財政支援が必要です。

また、リモートワークやワーケーションによる地方への人の流れを一層

加速するためには、地方の取組に加え、国においても経済団体や首都圏企

業等に対する支援制度のＰＲなど、きめ細かい情報提供や働きかけを強化

していく必要があります。

（３） 本制度については、対象となる法人・移住者にかかる要件が厳しいため、

令和２年度末時点の支給実績が１１世帯にとどまっている状況です。

これまで、法人要件や支給対象者の居住・通勤要件、勤務・就業要件な

どの一部改正が行われましたが、地域経済牽引の中核となる誘致企業が事

実上排除されているなど、なお不十分な内容であり、要件の更なる見直し

が必要です。

また、移住支援金の利用拡大に向けた制度周知について、各道府県の取

組に加え、国においても東京圏のハローワークや移住相談窓口等での転職

希望者や移住潜在層への情報発信の強化が必要です。

（４） 近年、当県内の大学においては、国の交付金を活用した、国立大学と公

立大学の共同によるシステム指向のエンジニアや、起業家精神にあふれる

グローバル人材、スマート農業人材の育成に向けた取組が実施・計画され

ています。

地方大学が、アフターコロナの担い手となる多様な人材を育成・輩出し

ていくためには、国公私立を問わず、大学経営の基盤となる財源について

も国がしっかりと支援しながら、地方創生に向けた取組を力強く後押しし

ていく必要があります。

（５） 首都圏への一極集中という長年にわたり形成されてきた強固な社会構造

を地方のみで打破することは極めて困難であり、国の責任において解決す

べき課題です。

当県では、輸送機産業など成長分野への新たな事業展開や、地域経済を

牽引する中核企業の育成などに取り組んでいますが、首都圏への一極集中

の是正を図るためには、国において地方への産業再配置を促進するための

更なる政策を打ち出し、地域産業の活性化と雇用の拡大を図る必要があり

ます。

（６） ５Ｇや光ファイバ網をはじめとした高速通信基盤の整備については、収

益性の高い都市部で先行し、地方は後回しになることが懸念されます。

今後、社会生活全般へ様々なデジタル技術を取り入れ、地域の活性化を

加速し、真の地方創生に向けた取組を推進するためには、高速通信基盤を

「基幹的な公共インフラ」と位置づけ、国の責任において都市と地方の格

差が生じないよう、整備を促進する必要があります。
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（７） 全国最速のペースで人口減少が進むとされる当県において、今後とも市

町村が行政サービスの水準を維持し、地域課題に対応していくためには、

地方行政のデジタル化、県と市町村あるいは市町村同士が連携して取り組

むことが必要であり、自治体間の多様な連携体制を構築することが喫緊の

課題となっています。

地方公共団体においては、基幹１７業務のみならず内部管理事務等の新

たな情報システムの構築や既存システムの改修・運用に多額の費用を要す

ることから、これらの取組に対する継続的な財政支援が必要です。

また、当県では、「人口減少社会に対応する行政運営のあり方に関する

研究会」や市町村間連携に関する「地域連携研究会」等において共通する

課題について検討を行い、その具体化を図っていますが、こうした取組を

一層推進していくためには、国の支援が必要です。

【参考資料】

製造業の誘致件数と就業者数

（県担当課室名 あきた未来創造部あきた未来戦略課、高等教育支援室、

移住・定住促進課、企画振興部市町村課、デジタル政策推進課、

産業労働部産業集積課）
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Ⅳ-２ 地方の財政基盤の充実・強化について

内閣府地方創生推進事務局

総務省大臣官房、自治財政局

財務省大臣官房、主計局

厚生労働省医政局、健康局、医薬・生活衛生局

【要望の内容】

（１） 令和４年度の地方財政計画の策定に当たっては、地方公共団体における

恒常的な財源不足を解消し、持続的かつ安定的な財政運営が可能となるよ

う一般財源総額を確保すること。

（２） 地方交付税については、「地方固有の財源」であり、総額の確保はもと

より、地方交付税制度の本来のあり方を十分に踏まえた機能の維持・充実

を行うこと。

また、令和２年度から措置された「地域社会再生事業費」を恒久化する

とともに、今年度から新たに計上された「地域デジタル社会推進費」を令

和５年度以降も引き続き措置し、条件不利地域に重点を置いた現在の算定

方法を維持すること。

（３） 新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化は、税収の減少や対策経費の

増嵩など、地方財政に甚大な影響を及ぼすことから、地方公共団体が持続

可能な財政運営が行えるよう十分な財源保障をすること。

また、今後感染症が更に拡大・長期化し、地方税収等が一層減収となる

場合には、昨年度措置された「減収補塡債」の対象税目追加など、柔軟な

対応を行うこと。

（４） 新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に伴い、地域経済の振興策や

感染対策を継続的に実施することが必要であるため、「新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金」を増額するなど、地方公共団体が必要とする財源について、

引き続き措置すること。

また、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の事業者

支援分については、事業者に対し直接補助・給付する事業が対象となって

いるが、地方公共団体が発行するプレミアム付商品券や旅行券等、地域の

実情に応じて実施する事業者支援に資する事業も幅広く対象となるよう、

枠の見直し、弾力的な運用を図ること。併せて、繰越を含む期間の延長や

手続の簡素化を図るなど、柔軟に活用できる制度とすること。
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【要望の背景や当県の取組】

（１） 地方公共団体が責任と自主性をもって地方創生や人口減少対策をはじめ、

地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事

業など、地方の実情に応じた様々な行政サービスを着実に推進していくた

めには、地方交付税をはじめ、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総

額の確保・充実が必要です。

（２） 広大な県土を有する一方、経済・地方財政が脆弱で、人口の急減が課題

となっている当県においては、地方交付税等の減少が、施策・事業の推進

に大きく影響しております。このような地方の声を受けて、昨年度は、地

方財政計画に地域社会の維持・再生に取り組むための歳出項目である「地

域社会再生事業費」、今年度は、地域デジタル社会の形成に取り組むため

の「地域デジタル社会推進費」が新たに計上されたところですが、コロナ

禍の中でこれまで積み重ねてきた地域振興・地方創生の取組が停滞してお

り、「地域デジタル社会推進費」については、令和４年度までの措置とな

っています。

（３） 特に、新型コロナウイルス感染症は、大規模自然災害と同様の甚大な影

響を地方に及ぼしており、感染の拡大・長期化により安定的な財政運営に

支障を来すことから、十分な財源保障が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響による税収減に対応するため、昨年度

に限り「減収補填債」の対象税目の追加が認められましたが、現下の情勢

は、感染症の影響が更に拡大・長期化しており、地域経済は一層の低迷に

苦しんでいます。

（４） 国においては、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援

し、地方創生を図ることを目的とした「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金」や、感染防止策や医療提供体制の整備等のための「新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」が増額されましたが、全国

的な感染拡大の影響を受けて、緊急事態宣言の対象となっていない地域で

も、地域経済の停滞が深刻であり、経済対策が急務であること、さらにこ

れらの支出に対応するための財政基盤が弱いことなどから、引き続き、国

による財政支援の充実・拡充が必要です。

（県担当課室名 総務部財政課

企画振興部総合政策課）
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Ⅴ　時代の変化を見据えた成長産業の拡大
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Ⅴ-１ 環日本海交流や地域の拠点となる秋田港等の整備促進
について（拡充）

国土交通省大臣官房、港湾局

【要望の内容】

（１） 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）に指定された
能代港、秋田港の機能強化を促進するとともに、両港が複数の発電事業者
により、継続的かつ最大限に有効利用されるよう利用調整を図ること。
また、洋上風力発電の導入促進に向け、「2050年カーボンニュートラル

実現のための基地港湾のあり方に関する検討会」において、基地港湾を補
完する港湾など、基地港湾の機能強化に向けた具体的な方策を示すこと。

（２） 秋田港、能代港において、通年で安定した船舶の入港を可能とするため、

防波堤の整備等を促進すること。

（３） 秋田港、船川港、能代港における施設改良（岸壁、船揚場、防波堤）に

ついて、整備に必要な予算を確保し支援すること。

（４） 外航を含むクルーズ船の安全・安心な運航のための環境づくりを行うと

ともに、受入態勢の整備に必要な予算を確保し支援すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 能代港と秋田港の港湾区域内において、大規模な洋上風力発電設備の建
設が開始され、また、秋田県沖を含む日本海側北部沿岸の一般海域におい
ては、洋上風力発電の先行的な建設計画が進められています。
港湾法に基づき基地港湾に指定された能代港と秋田港では、部材の組立

てや積出し、維持管理などを行うための施設整備等の港湾の機能強化が必
要です。また、両港が秋田県沖以外の一般海域の洋上風力発電設備の建設
等にも利用されることにより、機能強化にかかる費用対効果を最大限に発
揮することが可能となります。
さらに、今後の風車の大型化に対応するとともに、スピード感を持って

設置等を行うためには、能代港と秋田港を補完する港湾として船川港を活
用することが効果的であり、当県に洋上風力発電向けの港湾群を形成する
ことにより、洋上風力発電の導入促進に寄与することができます。

（２） 秋田港及び能代港では、将来の貨物量や航行船舶の増加に対応した環境

整備が必要となっています。

（３） 秋田港、船川港及び能代港では、係留施設の老朽化対策、船舶の大型化

に対応した利便性の高い係留施設の整備及び港内静穏度向上のための外郭

施設の整備を行う必要があります。

（４） 外航を含むクルーズ船の安全・安心な寄港受入に向けた取組を推進する

とともに、受入態勢を強化するための施設の整備を実施し、寄港の回復に

つなげる必要があります。

-38-



（県担当課室名　建設部港湾空港課）

港湾内洋上風力発電予定地

能代火力発電所

能 代 

第２産業廃棄物　

最終処分場

（Ｒ２年度完成）

能 代 港

    大森地区泊地（－１３ｍ）浚渫

秋田の重点プロジェクトを支える港湾整備
秋田自動車道  秋田北ＩＣ

秋 田 

向浜地区　

ふ頭用地造成

本港地区

秋 田 港

クルーズ受入環境の整備

第二南防波堤の延伸

港湾内洋上風力発電予定地

（Ｒ４年度 運転開始予定）

秋田港アクセス道路

洋上風車取扱ふ頭

洋上風車取扱ふ頭

直轄事業

補助事業

風力発電予定地

凡　　例

大森地区

ふ頭用地造成
    大森地区国際物流ターミナルの整備

大森地区　

ふ頭用地造成

外港地区

防波堤改良

船 川 港

船揚場改良
秋田港

能代港

船川港

基地港湾

基地港湾

秋田県由利本荘市沖（北側・南側）

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖
秋田県八峰町及び能代市沖
青森県沖日本海（南側）
青森県沖日本海（北側）

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖

北海道松前沖

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する

法律（再エネ海域利用法）における一般海域の整理状況【日本海側北部】

両基地港湾

を補完

基地港湾を補完する

港湾として活用が可能

北海道岩宇及び南後志地区沖
北海道石狩市沖

青森県陸奥湾

北海道檜山沖
北海道島牧沖

新潟県村上市及び胎内市沖
山形県遊佐町沖

促進区域

有望な区域

一定の準備段階に進んでいる区域

8 10 11 13 13 11 10 13
1

6 4

12
8 15 19

09

16 15

25

21

26
29

13

0

5

10

15

20

25

30

35

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

秋田県へのクルーズ船寄港実績と見込み
（令和３年１０月１日現在）

内航クルーズ 外航クルーズ 合計

※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影

響により寄港実績は無し

-39-



Ⅴ-２ 中小企業・小規模事業者への経営支援の継続について

厚生労働省職業安定局

経済産業省中小企業庁

【要望の内容】

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、厳しい経営状況にある中小企

業・小規模事業者を支援するため、持続化給付金及び家賃支援給付金を再

度支給するとともに、雇用調整助成金の特例について、事業者の経営が一

定程度回復するまで継続すること。

（２） ウィズコロナ・ポストコロナの社会経済情勢の変化に対応した、新たな

ビジネスモデルへの転換等に、多くの中小企業・小規模事業者が取り組め

るよう支援すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの企業で売上が激減する

など業況が悪化し、特に中小企業・小規模事業者では経営の危機に直面し

ています。

（２） 中小企業・小規模事業者は、各種融資制度の拡充や雇用調整助成金、持

続化給付金、家賃支援給付金などにより、これまで堪え凌いできましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、特に固定費

の負担が大きく、企業体力が著しく疲弊してきています。

（３） 国においては、一時支援金、それに続く月次支援金を支給していますが、

企業の固定費負担を賄うには不十分で、また、支援金の対象にならない場

合もあります。

（４） このため、持続化給付金や家賃支援給付金の再度の支給、雇用調整助成

金の特例措置の延長が強く求められています。

（５） また、今後は、中小企業・小規模事業者においても、業態転換等に取り

組んでいくことが重要であることから、中小企業等事業再構築促進事業等

について、柔軟な制度運用や、地域経済の状況を踏まえ来年度以降も実施

するなど、多くの企業が取り組めるような支援制度にすることが必要です。

（県担当課室名 産業労働部産業政策課）
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Ⅵ　攻めの農林水産業の振興
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Ⅵ-１ 農業の競争力強化に向けた取組の着実な推進について

財務省大臣官房、主計局

農林水産省大臣官房、農産局、

畜産局、農村振興局、林野庁

【要望の内容】

（１） 農業政策については、食料の安定供給はもとより、農業・農村の持つ多

面的機能が将来にわたって適切に維持・発揮されるよう、国際通商等の影

響を十分に踏まえながら、国内農業の競争力強化に向けた施策を拡充する

など、機動的に対応すること。

（２） 農業の持続的な発展に向け、「農業農村整備事業」をはじめ、「産地生

産基盤パワーアップ事業」や「強い農業づくり総合支援交付金」、「畜産

クラスター事業」等について、予算を十分かつ継続的に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 新たな「食料・農業・農村基本計画」のもと、食料の安定供給や農業の

持続的な発展に向けた施策を円滑に推進するため、必要な予算を十分かつ

安定的に確保することが必要です。

また、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定の発効を踏まえ、

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」と「農業生産基盤強化プログラム」に

基づく対策を着実に実行するとともに、牛肉のセーフガード発動基準数量

については、米国を含めＴＰＰ協定の総枠内で設定することが必要です。

（２） 当県では、農業の成長産業化を一層加速するため、地域農業の拠点とな

る園芸や畜産の大規模生産団地を、それぞれ５０か所を目標に全県域に整

備してきた結果、農畜産物の出荷量が拡大し、農業産出額の伸び率が４年

連続で全国トップクラスになるなど、着実に成果が現れてきています。

（３） こうした大規模生産団地の整備には、「農業農村整備事業」をはじめ、

「産地生産基盤パワーアップ事業」や「強い農業づくり総合支援交付金」、

増頭奨励金を含む「畜産クラスター事業」等が不可欠であり、地域の実情

に応じた制度にするとともに、必要な予算を安定的に確保することが必要

です。
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【参考資料】

１ 産地生産基盤パワーアップ事業等の実績と計画
（単位：百万円）

予算時期等 地 区 名 等 事業費 補助金

令和２年度実績 横手市醍醐地区、美郷町中野地区、三種町鵜川 2,095 952

（ R元補正 ） 地区、八峰町峰浜地区、湯沢市秋ノ宮地区など

計19地区

令和３年度計画 大館市田代地区、藤里町矢坂上野地区、大仙市 2,697 1,226

（ R2補正 ） 内小友地区、秋田市金足地区、横手市など

計13地区

令和４年度計画 能代市比八田・外荒巻地区、八峰町峰浜石川地 2,393 1,191

区、秋田市鵜養地区、由利本荘市大内地区、湯

沢市三梨地区など 計10地区

２ 畜産クラスター事業の実績と計画
（単位：百万円）

予算時期等 地 区 名 事業費 補助金

令和２年度実績 男鹿市角間崎地区、大仙市中仙地区、由利本荘 621 281

（ R元補正 ） 市大内地区 計3地区

令和３年度計画 北秋田市鷹巣地区、秋田市河辺地区 計2地区 3,579 1,622

（ R2補正 ）

令和４年度計画 大館市赤石地区、北秋田市鷹巣地区、鹿角市八 10,479 4,763

（R5以降含む） 幡平地区など 計6地区

（県担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課、園芸振興課、畜産振興課）

〔主要園芸作物の産出額の推移と目標額〕 〔畜産産出額の推移と目標額〕
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Ⅵ-２ 新規就農者の確保・育成について（新規）

農林水産省大臣官房、経営局

【要望の内容】

（１） 新規就農者の確保・育成に向けた施策については、地方に新たな財政負

担が生じることのないよう、全額国庫による措置を継続すること。

また、新規就農施策の制度変更については、地方との協議や意見聴取を

十分行った上で制度設計を進めること。

（２） 研修への支援対策については、地域の個別経営体を担い手として確実に

確保・育成するという観点から、親元就農者も支援の対象とするよう要件

を緩和し、施策の充実を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、就農希望者の就農相談から、就農前研修の実施、就農に向け

た機械・施設導入に対する支援など、段階に応じた総合的な就農対策の実

施により、８年連続で年間２００人を超える新規就農者を確保しています。

（２） 一方で、農業就業人口が急速に減少することが予想される中、認定農業

者の６８％が６０歳以上であり、新規就農者の確保・育成が喫緊の課題と

なっています。令和２年度には、「農業次世代人材投資事業」を活用し、

２８０名に対し４０７百万円を交付しましたが、地方への新たな財政負担

が生じた場合、財源不足等から新規就農者に対する支援に格差が生じるほ

か、交付事務等の事務負担の増大が懸念されます。

（３） 受講者の１００％が就農する当県の農業研修制度において、農業次世代

人材投資事業（準備型）の交付対象にならない親元就農予定の研修生に対

しては、県と市町村が研修中に必要な費用として奨励金を支給しています。

例年、奨励金を受給する者が準備型の交付対象者の２倍以上いることか

らも、親元就農者が当県農業の担い手として必要不可欠な存在であり、今

後も確保と定着へ向けた支援に取り組んでいく必要があります。
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【参考資料】

１ 当県における新規就農者の推移

２ 農業研修生への支援状況 (人)

※数値は次世代人材投資事業（準備型）の交付対象及び県の奨励金を受給する県内研修生の人数

（県担当課室名 農林水産部農林政策課）
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Ⅵ-３ 需要に応じた米生産推進のための環境整備について

総務省自治財政局

農林水産省農産局

【要望の内容】

（１） 令和４年産米の生産調整により、早期に需給改善を図るため、「水田活

用の直接支払交付金」の十分な予算を確保するとともに、備蓄米や飼料用

米など、非主食用米のインセンティブを高めること。

（２） 需要に基づいた米生産を進めるため、播種前契約を締結する取組が定着

するよう、卸売業者や実需者の理解と協力を促すとともに、豊作や予期し

ない需要の減少が、米価に長期的な影響を与えないよう、市場隔離効果を

発揮させる恒常的な需給調整システムを構築すること。

（３） 収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）について、必要な予算を十分に

確保するとともに、主業農家や人・農地プランの中心経営体等も対象とす

るなど、セーフティネットの拡充・強化を図ること。

（４） 令和４年産米の販売環境が改善されるよう、主食用米の需要の減少に歯

止めをかけるため、消費喚起に向けた対策の充実・強化を図ること。

（５） 集荷業者が、自主的な判断で飼料用米等に転換するなど、需給調整に取

り組みやすくなるよう、制度の更なる見直しを行うこと。

（６） 穀類乾燥調製貯蔵施設等の基幹施設について、耐震性診断や維持・更新

計画の策定と、それに伴う施設の改修に対する支援対策に必要な予算を十

分に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 主食用米の需給緩和に伴い、令和３年産においては、当県をはじめ全国

的に主食用米からの作付転換をしましたが、再び主食用米に揺り戻しが起

こらないよう、引き続き、４年産においても、飼料用米等について、主食

用米と遜色のない収入水準となる制度設計を行い、需給均衡を図る必要が

あります。

-46-



（２） 当県では、事前契約の締結を推進していますが、コロナ禍の影響により、

早期の契約締結が難しくなっており、需給緩和局面においては、実需者側

の理解と協力が必要不可欠となっています。

また、米価の大幅な下落は、農地の受け手となっている大規模経営体へ

の影響が大きいことから、需給を安定させることが求められています。

（３） 令和３年産米の概算金の大幅な下落は、多くの農業者において、資金繰

りなど経営への影響や、生産意欲の減退につながっており、ナラシ対策の

加入対象者の拡大が必要です。

（４） 需要に応じた米づくりを着実に進めていくためには、生産面での取組だ

けでなく、需要面からも減少に歯止めをかけることが重要であり、消費拡

大に向けた取組の更なる強化が必要です。

（５） 集荷業者が機動的に対応できるよう、交付金の代理受領に取り組みやす

い環境への改善が必要です。

（６） 稲作の基幹施設として当県で整備されている４５基の穀類乾燥調製貯蔵

施設について、これまで小規模な補修を繰り返しながら利用してきてい

ますが、老朽化や機能低下が著しく、地震などにも対応できるよう、施

設の抜本的な改修や強化、更新が喫緊の課題になっています。

【参考資料】

１ 事前契約率の状況 （単位：千玄米トン）

令和元年 令和２年

集荷数量 277.0 280.6

うち事前契約数量 189.5 207.1

（事前契約比率） （68％） （74％）

２ 水田活用の直接支払交付金の交付状況 （単位：億円）

令和元年 令和２年

戦略作物助成 78.2 76.7

産地交付金 36.3 35.5

計 114.5 112.3

３ 当県におけるカントリーエレベーター(ＣＥ)の設置状況 （単位：基）

設置時期 S40～59 S60～H9 H10～19 H20～ 計

設置基数 19 16 4 6 45

うち耐用年数経過 ※ 15 15

※全体のうち、耐用年数(鉄筋コンクリート造サイロ：35年)を超えて更新等が行われていないもの。

（県担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課）
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Ⅵ-４ 農業農村整備事業の予算確保について

農林水産省大臣官房、農村振興局

【要望の内容】

農業農村整備事業は、担い手への農地集積や高収益作物への転換、スマート農

業の導入に必要不可欠であり、農村地域の安全・安心を確保する上でも極めて重

要な施策であることから、今後とも必要な予算を安定的に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、米依存から脱却し効率的で収益性の高い生産構造への転換を

図るため、園芸メガ団地の整備をはじめとする各種施策を強力に推進した

結果、令和元年度の農業産出額は、過去１０年で最高額となり、前年度か

らの増加額が全国１位となるなど、着実に成果が現れてきています。

（２） 収益性の高い生産構造への転換やスマート農業の普及拡大には、ほ場整

備が不可欠であることから、引き続き、農地中間管理事業、園芸振興施策

と三位一体で進める「あきた型ほ場整備」を重点的に実施するとともに、

ほ場整備地区において、田んぼダムの取組等による流域治水対策を推進す

ることにしています。

（３） 当県の基幹的な農業水利施設の４割以上が標準耐用年数を超過しており、

施設の長寿命化や防災･減災のための適切な補修・更新等が必要になって

います。特に、防災重点農業用ため池については、ため池工事特措法等に

基づき、計画的に防災工事等を進めていくことにしています。

（４） 農業・農村の持続的な発展に向け、こうした取組を集中的かつ計画的に

実施していくためには、必要な予算を安定的に確保することが必要です。
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【参考資料】

〔あきた型ほ場整備による園芸作物の産地づくり〕

男鹿市 五里合地区（令和２年度農業農村整備優良地区コンクール農業振興部門農林水産大臣賞）

ほ場整備を契機に、３農業法人へ地区内農地の99%を集積。

高収益作物（長ねぎ）を導入し、わずか３年で販売額が大幅に向上。

名水で知られる湧水群を農業用水として活用し、米のブランド化に取り組む。

五里合地区全景 ねぎの園芸メガ団地(19ha)

法人代表者による県知事への受賞報告 米のブランド化への取組（男鹿の湧水滝の頭米）

〔ため池の防災・減災対策〕 〔田んぼダムの普及・啓発〕

ため池の防災・減災対策 スマート田んぼダム実証

平沢大堤地区（秋田市） 大仙美郷地区（大仙市・美郷町）

（県担当課室名 農林水産部農地整備課)
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Ⅵ-５ 農地中間管理事業の着実な推進について（拡充）

農林水産省経営局

【要望の内容】

（１） 農地中間管理機構事業の予算を十分に確保するとともに、地方に新たな

負担が生じないようにすること。

特に、農地バンクから転貸後に受け手がいなくなった農地について、新

たな受け手に貸し付けるまでの一定期間農地バンクが中間保有するために

必要な借受農地管理等事業の予算確保に配慮すること。

（２） 人・農地プランの「目標地図」の実現に向け、農業委員会による農地の

出し手・受け手の意向調査結果をデータベース化し、新規就農希望者の農

地確保や農地の集約化に対する支援に活用するなど、農地の流動化に向け

たサポート体制の充実を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、令和５年度までに担い手への農地集積率を９０％に引き上げ

ることを目標に、事業推進に向けた関係機関との連携協定を締結し、推進

チームの設置や、機構の現地相談員の配置など、現場段階における推進体

制を強化してきたほか、ほ場整備や園芸メガ団地整備との一体的な取組に

より、農地の集積・集約化を積極的に推進しています。

近年、農地バンクの転貸面積の拡大に伴い、転貸期間中に病気などを理

由に受け手が離農した後、新たな受け手が見つからず、農地が出し手に返

される事案が増加しています。農地バンクが中間保有し、新たな受け手を

探す期間において農地の賃料、保全管理経費等を支援する借受農地管理等

事業は、予算の範囲を超える場合、農地バンクの持ち出しとなることが負

担になっています。
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（２） 新規就農者の経営開始に必要な優良農地の確保や、人・農地プランの「目

標地図」の実現のためには、担い手が耕作する農地の分散錯圃を解消し、

集約化する必要があることから、農業委員会が収集する出し手・受け手の

意向等の情報を基に、現在又は数年後に利用可能な農地の情報をデータベ

ース化し、農地流動化のために活用できるシステムを構築するとともに、

システムの活用をサポートする体制の充実が必要です。

【参考資料】

当県における農地集積の推移

（県担当課室名 農林水産部農林政策課）

＜全国順位＞

貸付面積 7 5 3 3 2 4 3

うち新規      　　
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Ⅵ-６ 環境にやさしい農業の推進について（新規）

農林水産省大臣官房、農産局、農林水産技術会議

【要望の内容】

（１） 「みどりの食料システム戦略」が掲げる有機農業等の目標を実現するた

め、国はもとより地方の試験研究機関や民間企業とも連携し、農家が一般

的に使える雑草・病害虫防除の技術開発を行うとともに、必要な予算を十

分に確保すること。

（２） 有機農業等に取り組む担い手の確保・育成を図るため、若手農業者等の

ネットワークづくりや技術習得、機械導入支援など、意欲的な担い手のサ

ポート体制の構築に向けた事業メニューの充実に努めること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県における有機農業等は、大部分を水稲が占めていますが、農薬に頼

らない病害虫防除への不安や、雑草防除に要する労力を確保できないため、

面積は減少傾向にあります。

農業者の減少と高齢化が進む中、有機農業等の面的な広がりと団地化を

図るためには、スタンダードで省力・効果的な技術の開発が不可欠です。

（２） 若い担い手の中には、有機農業を志す者がいる一方、近隣に相談できる

先輩農業者や同年代の仲間、技術支援を受けられる指導者が不足している

ため、定着に至らない事例が見られます。

今後、有機農業の担い手の確保・育成を図るためには、生産者同士の

ネットワークづくり、指導者の育成や派遣システムの構築、機械導入等に

対する支援が必要です。
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【参考資料】

１ 秋田県有機農業推進計画の目標値

目 標 現状 目標
単位 （H30年度） (R７年度)

１ 有機ＪＡＳ認証ほ場面積 ha 477 500

２ 耕地面積のうち有機ＪＡＳほ場面積の割合 ％ 0.32 0.34

３ 有機ＪＡＳ認証農業者数 戸 88 92

４ 有機ＪＡＳ認証＋特別栽培農産物(無農薬・無化学肥料)認証面積 ha 557 585

資料：秋田県有機農業推進計画より抜粋

２ 環境保全型農業直接支払交付金の取組状況

第１期対策 第２期対策～

H28 H29 H30 R元 R２

取組市町村 16 16 16 15 13

交付金 (百万円) 97 105 101 97 134

交付面積 (ha) 1,443 1,611 1,525 1,519 4,204

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 490 490 544 493 454

有機農業 640 603 500 459 452

堆肥の施用 287 292 254 255 255

長期中干し 2,497

地域特認 25 225 227 312 547

（県担当課室名 農林水産部農林政策課、水田総合利用課）
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Ⅵ-７ 豚熱のまん延防止対策の徹底について

総務省自治財政局

農林水産省消費・安全局

【要望の内容】

（１） 円滑な豚熱ワクチン接種を実施するため、知事が認定した獣医師が実施

したワクチン接種により死亡し、又は障害を受けた豚についても、家畜伝

染病予防法第５８条の手当金の交付対象とすること。

（２） 野生イノシシの豚熱感染拡大を防ぐ経口ワクチンの散布に当たっては、

引き続き十分な予算を確保するとともに、国主導により関係省庁等と連携

して実施すること。

（３） 豚熱ウイルスの侵入を防止するため、ワクチン接種経費への特別交付税

措置のほか、地方空港における探知犬の配備や靴底消毒への支援、養豚場

等における消毒薬散布機や防鳥ネット等の購入支援を継続すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 全国的な感染拡大に伴い、飼養衛生管理基準遵守の徹底指導、ワクチン

接種、野生イノシシ検査など、家畜防疫員の業務量が増加しており、万一、

重大な動物感染症が発生した場合、防疫措置に支障を来すことが懸念され

ます。

（２） 今後、知事が認定した獣医師を確実に確保する観点から、ワクチン接種

による事故等が発生した場合でも、当該獣医師個人の賠償が生じない制度

が必要です。

（３） 経口ワクチンの散布は、まん延防止の観点から、国が主導的に実施する

必要があり、散布のための予算の確保に加え、環境省や猟友会などの関係

機関・団体と連携して取り組む必要があります。

（４） ワクチン接種の開始に伴い、ワクチンや抗体検査試薬の購入費など、都

道府県の負担が増加することから、特別交付税措置の継続が必要です。

（５） 旅行者の持ち込みや郵便物による肉製品の国内流入が後を絶たず、依然

として我が国への豚熱ウイルス等の侵入リスクが高いため、引き続き、地

方空港への検疫探知犬の配備、養豚場等での消毒、野生鳥獣の侵入防止等

の徹底が必要です。
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【参考資料】

１ 当県における養豚業の状況

〔畜種別農業産出額の割合〕 〔大規模化が進展（繁殖雌豚飼養規模別頭数）〕

２ 大規模養豚団地

〔小坂町：ポークランドグループ〕 〔ワクチン接種〕

３ 県内空港における靴底消毒マットの設置

〔秋田空港〕 〔大館能代空港〕

（県担当課室名 農林水産部畜産振興課）

200頭以上 31戸  226千頭
83%

令和元年度
飼養戸数

73戸
飼養頭数
271千頭

200頭未満
 42戸 46千頭

17%
      養豚

  52%
          187億円

令和元年
畜産産出額

362億円

 肉用牛
 17％     60億円

 乳用牛
8％   30億円

 養鶏
 18％     64億円

その他
 5％     21億円
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Ⅵ-８ 水産基盤整備事業の予算確保について

農林水産省水産庁

【要望の内容】

漁港・漁場等の生産基盤を計画的に整備する「水産基盤整備事業」は、水産資

源の維持・増大や漁業者の所得向上を図る上で極めて重要な施策であることから、

必要な予算を確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、水産物の生産・流通の拠点となる漁港を災害に強い漁港とす

るため、漁港施設の地震・津波対策等を推進するとともに、マダイ・ヒラ

メの中間育成・放流などのつくり育てる漁業や、港内蓄養による水産物の

高付加価値化を推進してきました。また、岩館漁港内において、新たに養

殖試験を実施するなど、海面養殖にも取り組むことにしています。

（２） こうした取組により水産業の振興と漁村の活性化を図るためには、現在

策定中の漁港漁場整備長期計画（令和４年度～令和８年度）に基づく水産

基盤整備事業の計画的実施が必要です。

（３） また、当県では来年度、男鹿市・にかほ市２か所において、波浪に対す

る安全対策として、防波堤の改良整備に着手するほか、男鹿市２か所にお

いて、漁業資源の維持・増大及び生産量の向上を図るため、漁業者の主要

な収入源となっているメバル類やマダイの増殖や今後の海水温上昇に伴い

資源量の増加が見込まれるサワラ等の蝟集効果を狙った魚礁を製作し、設

置を進めることにしています。

（４） こうした取組を加速するため、漁港施設機能強化事業及び水産環境整備

事業の活用を計画しており、国の技術的・財政的な支援が必要です。
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【参考資料】

１ 水産基盤整備事業の整備計画

２ 水産基盤整備事業の事業費の推移（当初予算ベース）

３ 状況写真

〔秋田県地区 水産環境整備事業(据付状況)〕 〔象潟漁港 漁港施設機能強化事業（R4新規）〕

（県担当課室名 農林水産部水産漁港課）

1,194 1,183

1,689
1,787

1,338 1,390
水産流通

ストマネ

機能強化

機能増進

交付金

水産環境

単位：百万円

1.28

1.96

単位：百万円

事業内容 地　区　名 Ｒ３内示 Ｒ４要求 対前年比

水産物供給基盤整備 ６８６ ７５０ １．０９

水産流通基盤整備事業 防災・減災 椿（船川港）漁港 ２００ １５０ ０．７５

水産基盤ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 長寿命化 岩館漁港ほか、由利本荘市、男鹿市 ３５３ ４３０ １．２２

漁港施設機能強化事業 機能強化 金浦、北浦、象潟漁港 １３３ １７０ １．２８

水産資源環境整備 ２２７ １９０ ０．８４

水産環境整備事業 漁場整備 八森漁場ほか ９７ １９０ １．９６

水産生産基盤整備事業 - １３０ ０ ０

漁港機能増進事業 １００ １２５ １．２５

漁港機能増進事業 安全対策向上 八森漁港ほか １００ １２５ １．２５

農山漁村地域整備交付金 ３２５ ３２５ １．００

漁村再生交付金 海底耕うん 秋田県沖合 ６０ ３８ ０．６３

海岸保全施設整備事業 高潮対策 椿（船川港）、八森、象潟漁港海岸 ２６５ ２８７ １．０８

計 １，３３８ １，３９０ １．０４

事　業　名
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Ⅵ-９ 治山事業の推進について

農林水産省林野庁

【要望の内容】

（１） 荒廃した森林の復旧や山地災害の防止に必要な施設の計画的な整備、老

朽化が進んだ施設の補修等の推進、「防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策」に基づく治山対策の実施のため、治山事業の予算を十分

に確保すること。

（２） 老人福祉施設や介護保険施設などの災害時要援護者関連施設が保全対象

となっている山地災害危険地区において、優先的に対策が実施できるよう

補助事業の対象を拡充すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 近年、当県においても局地的な集中豪雨等による山地災害が多発してお

り、災害復旧事業及び治山事業により復旧を図っているものの、復旧対策

を必要とする箇所が累積し、事前防災を目的とした対策工事の推進が困難

な状況であるため、山地災害危険地区の工事着手率は３割以下にとどまっ

ています。

また、将来にわたって治山施設の機能が確実に発揮できるよう、インフ

ラ長寿命化計画に基づき、老朽化により破損した治山ダムや機能が低下し

た地すべり防止施設等の補修を早急に進める必要があります。

さらに、「５か年加速化対策」に掲げられた、令和７年度までに災害リ

スクが高い山地災害危険地区の治山対策実施率を８０％に向上させる目標

を達成するためには、当県でも５４か所での対策が必要です。

これらの取組を着実に実施するためには、補正予算を含め、治山事業予

算を十分に確保する必要があります。

（２） 緊急予防治山事業及び緊急機能強化・老朽化対策事業は、地形・地質に

よる山腹崩壊の危険度が高く、住家の戸数が多いなどの条件を満たした山

地災害危険地区が対象となっています。

しかしながら、当県においては、これらの条件を満たさない山地災害危

険地区に災害時要援護者関連施設が多く立地していることから、従来の交

付金事業ではなく、上記の補助事業により緊急的・重点的に対策が実施で

きるよう対象を拡充する必要があります。
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【参考資料】

１ 山地災害危険地区における工事着手数の推移

※山地災害危険地区は平成２９年度の全体見直しによる区分等変更に伴い、総数が減となっている。

２ 荒廃した森林や老朽化施設の状況

３ 山際に立地する災害時要援護者関連施設の状況と補助対象概要等

（県担当課室名 農林水産部森林整備課）

山腹崩壊地 老朽化ダム

渓流荒廃地

状況写真

危険度 山の傾斜の場合 うち補助対象 総数
a1 傾斜71%～（35.4°以上） 8
b1 傾斜51%～（27.0°以上）
c1 傾斜31%～（17.2°以上）

危険度 公共施設等の種類及び数量

a2
公用若しくは公共用施設（道路を除
く。）又は10戸以上の人家がある場合

b2 5戸以上10戸未満の人家がある場合
c2 5戸未満の人家又は道路がある場合

緊急予防治山事業、緊急機能強化・老朽化対策
事業の補助対象

地形・地質による危険度

6153
（対象外）

保全対象の被災危険度

山地災害危険地区の保全対
象となっている災害時要援
護者関連施設数（秋田県）

両方を満たす
ものが緊急予
防治山事業、
緊急機能強
化・老朽化対
策事業の対象
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Ⅵ-10 森林病害虫等防除対策の拡充について

農林水産省林野庁

【要望の内容】

松くい虫被害及びナラ枯れ被害の拡大を防止するため、森林病害虫被害対策に

必要な予算を十分に確保するとともに、奥地老齢ナラ林の若返りを促進するため

の支援策を拡充すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、海岸等の保全マツ林を中心に、松くい虫被害木の伐倒駆除や

薬剤散布等による防除に取り組んでいますが、特に、県北部では依然とし

て高い水準での被害発生が続いていることから、今後も、森林害虫駆除事

業委託（大臣命令駆除）や国庫補助事業による防除を含め、徹底した対策

の継続が必要です。

（２） ナラ枯れについては、森林病害虫等防除事業の活用による防除のほか、

森林整備事業に県単独事業を組み合わせ、奥地の老齢ナラ林の伐採、更新

を促進しているものの、未だ被害の収束の兆しは見えていません。

ナラ枯れ被害の拡大を防止するためには、奥地老齢ナラ林の伐採、更新

が重要であり、森林整備事業の更新伐において標準事業費の因子となる集

材距離の延伸が必要です。

【参考資料】

１ 被害量の推移
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２ 令和２年度森林病害虫被害状況

（１）松くい虫 （２）ナラ枯れ

３ 被害対策の状況

〔松くい虫薬剤散布（地上散布）〕 〔ナラ枯れ伐倒駆除〕

（県担当課室名 農林水産部森林整備課）

凡　　　　　　　例

2,000ｍ３以上

1,000～2,000ｍ３未満

500～1,000ｍ３未満

100～500ｍ３未満

1～100ｍ３未満

なし

井川町

（新規）

北秋田市上小阿

仁村

大館市

鹿角市

小坂町
藤里町

三種町

能代市

八峰町

五城目町

仙北市

美郷町

秋田市

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

八郎潟町

横手市

羽後町

東成瀬村

湯沢市

にかほ市

大潟村

北秋田市

（新規）

井川町

北秋田市
上小阿

仁村

大館市

鹿角市

小坂町
藤里町

三種町

能代市

八峰町

五城目町

仙北市

美郷町

秋田市

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

八郎潟町

横手市

羽後町

東成瀬村

湯沢市

にかほ市

大潟村

北秋田市
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Ⅵ-11 「緑の人づくり」総合支援対策予算の確保について

農林水産省林野庁

【要望の内容】

林業の新規就業者を確保するとともに、森林・林業に関する高度な知識と技術

を有する人材を育成できるよう、「緑の人づくり」総合支援対策を強化すること。

特に、林業への就業を希望する若者が、安心して研修に専念できる環境を整備

するため、「緑の青年就業準備給付金事業」の予算を十分に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 全国屈指のスギ人工林資源を有する当県では、資源の循環利用を図りな

がら、林業・木材産業の成長産業化を進めるため、高い技術力を持つ人材

の確保・育成に力を入れた結果、４０歳未満の林業従事者が増加するなど、

その成果が着実に現れてきています。

（２） 今後、素材生産量が増加し、再造林の拡大が見込まれる中、林業従事者

の多技能化や森林施業の低コスト化・省力化などの取組が重要であり、そ

れに対応できる人材の育成が当県の切実な課題になっています。

（３） 平成２７年度に開講した秋田林業大学校では、高性能林業機械の操作・

メンテナンスや労働安全衛生に関する実習など、現場技術の習得に力を入

れてきたほか、今年度から、ＩＣＴ等を活用した生産管理や、効率的な施

業プランの作成をカリキュラムに取り入れるなど、｢新しい林業｣を見据え

た研修を実施しています。

（４） 全国的に林業大学校等の設立が増加する中、今後も、林業への就業を希

望する若者が、質の高い研修を安心して受講できるよう、「緑の青年就業

準備給付金」の予算を十分に確保する必要があります。
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【参考資料】

１ 当県の年代別林業従事者数の推移

２ 緑の青年就業準備給付金実績 単位：千円

年度 給付人数(人) 給付額 給付額/人(11か月)

H28 35 48,090 1,374
H29 35 43,155 1,233
H30 32 40,295 1,260
R元 31 33,418 1,078
R２ 31 43,989 1,419

R３（9月1日現在） 34 ※25,503 750
R４要望見込み 36 51,084 1,419

※令和３年度要望額 48,246千円（34人×1,419千円/人）

３ 秋田林業大学校の研修状況

（県担当課室名 農林水産部森林整備課）

機械操作実習

メンテナンス実習

伐採実習

ドローンによる森林調査実習
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Ⅶ　観光・交流の活性化と交通基盤の整備
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Ⅶ-１ 秋田新幹線新仙岩トンネル整備の促進について

総務省大臣官房、自治財政局
財務省大臣官房、主計局
国土交通省大臣官房、鉄道局

【要望の内容】

東日本旅客鉄道株式会社が、秋田新幹線の高速化や防災対策の強化等を目的と
して計画している赤渕～田沢湖間の新仙岩トンネル整備事業の早期実現に向け、
幹線鉄道等活性化事業の適用や整備新幹線と同様の地方財政措置などによる積極
的な支援策を講じること。

また、秋田新幹線の安全性・安定性の向上は、災害に強い国土形成に資する事
業であることから、国が重点的に取り組んでいる国土強靱化の観点からも、支援
策の具体化を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 秋田新幹線は、当県と首都圏や仙台市、盛岡市等を結ぶ大動脈として、
産業・経済活動、国内外からの観光誘客、県民生活などを支える重要な交
通基盤であり、当県の発展に大きく寄与しています。

（２） また、東北新幹線との直通運転により首都圏との速達性が確保されてい
るほか、日本海側と太平洋側を直接結ぶ北東北唯一の幹線として災害時の
リダンダンシー機能を担う路線であり、秋田新幹線の安全で安定した運行
は、国が進める国土強靱化を実現する上でも欠かせないものです。

（３） しかしながら、秋田新幹線は、急峻な奥羽山脈を横断するため、豪雨や
豪雪、強風などの自然災害による輸送障害のリスクを抱え、安定運行や定
時性に度々支障を来していることから、東日本旅客鉄道株式会社では、秋
田新幹線の高速化や防災対策の強化等を図るため、赤渕～田沢湖間の新仙
岩トンネル整備事業を計画しており、現在、協力して事業化に向けた検討
を進めています。

（４） その第一歩として、令和３年７月には、当県と東日本旅客鉄道株式会社
との間で覚書を締結し、当事業の推進に向けて相互に連携しながら取り組
むことにしたほか、県議会の承認も得た上で１０月には協定書を締結し、
事業化に向けて必要な調査を協力して行うことにしています。

（５） 令和元年度に当県において新仙岩トンネル整備に伴う経済波及効果等を
推計し、建設による経済波及効果として約１，１１３億円、供用開始後に
おける当県への入込客は年間約４万人増加し、約６億円の経済波及効果が
見込まれることに加え、遅延・運休による社会的損失の回避が期待される
との結果を得ています。

（６） 当県と岩手県の沿線自治体や経済団体等で構成する「秋田新幹線防災対
策トンネル整備促進期成同盟会」が要望活動を実施するなど、沿線地域に
おいても機運が高まっており、当事業の早期実現が切望されています。
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（県担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-２ 奥羽・羽越両新幹線の整備促進について

財務省大臣官房、主計局

国土交通省大臣官房、鉄道局

【要望の内容】

新幹線は高速交通ネットワークの基軸となるものであり、地方創生や国の活力

の向上、災害に強い多軸型の国土形成を進める上で欠かせないものであることか

ら、奥羽・羽越両新幹線について、早期に必要な調査を実施させ、整備計画の決

定を行い、整備の促進を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 新幹線の整備は、ビジネス・観光の交流を促進することで、地域の産業

や社会に対する大きな効果が期待されるなど、地方創生を実現していく上

でも、極めて重要な国家プロジェクトです。

（２） 昭和４７年に基本計画に位置づけられ、翌４８年に整備計画が決定され

た北海道新幹線ほか４路線は、北海道新幹線の新青森－新函館北斗間が平

成２８年３月に開業し、新函館北斗－札幌間が令和１２年度末の完成予定

であるなど、整備に一定のめどが立ってきています。

（３） 一方、奥羽・羽越両新幹線は、昭和４８年に決定された基本計画の段階

にとどまっていることから、整備計画の決定に必要な調査が早期に実施さ

れるなど、整備の促進が図られる必要があります。

（４） 令和３年６月に公表した沿線６県合同のプロジェクトチームの調査によ

れば、両新幹線の整備によって首都圏や沿線都市との所要時間の大幅な短

縮が見込まれ、投資効率性の評価指標となる費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、整

備手法の工夫などにより、両新幹線で整備の妥当性の基準となる１を上回

る事業となることが確認されました。

（５） また、リダンダンシー機能の確保など国土政策・国土強靱化の観点から

も重要性を有するとともに、新たな経済圏、交流圏の創出も期待されるな

ど、日本全体の活力向上と持続的な発展に寄与する事業であるとの結果が

出ています。

（６） 当県では、県、市町村、経済団体等からなる「秋田県奥羽・羽越新幹線

整備促進期成同盟会」を中心に、官民一体となって要望活動や啓発活動な

どを実施しており、早期整備が強く期待されています。

-68-



（県担当課室名 観光文化スポーツ部交通政策課）
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Ⅶ-３ 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進に
ついて
①高速道路ネットワークの早期完成

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【要望の内容】

高速道路は、企業立地や観光振興、物流・生活コストの低減など、地域産業や
経済発展に大きく寄与することから、早期にネットワークを完成させること。

（１） 日本海沿岸東北自動車道「二ツ井今泉道路」、「二ツ井白神ＩＣ～(仮)
小繋ＩＣ間」、「遊佐象潟道路」及び東北中央自動車道「横堀道路」、「真
室川雄勝道路」の整備を促進すること。

また、「二ツ井白神ＩＣ～(仮)小繋ＩＣ間」のうち、「能代地区線形改
良」の開通見通しを早期に公表すること。

（２） 日本海沿岸東北自動車道（現道活用区間）の一部を形成する「(仮)今泉
ＩＣ～蟹沢ＩＣ間」については、国が責任を持って高速道路ネットワー
クとして整備すること。

（３） 県内高速道路における暫定２車線区間の４車線化を図ること。
特に、４車線化の優先整備区間である秋田自動車道「北上ＪＣＴ～大曲

ＩＣ間」について、「北上西ＩＣ～横手ＩＣ間」における事業中区間の整
備を促進するとともに、残る区間について早期に事業化すること。

（４） 県内高速道路の暫定２車線区間において、当面の安全対策として、引き
続き、ワイヤーロープ式防護柵等の安全施設を整備すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 高速道路の開通により、周辺では企業誘致や観光振興が図られ、地域の
活性化を大きく後押ししていることから、事業中区間の早期開通が期待
されています。

（２） 県で重点的に整備を進め、令和２年１２月に開通した「鷹巣西道路」は、
日本海沿岸東北自動車道の一部を形成しており、国が一体的に管理し、
将来にわたり高速道路ネットワークの機能を確保する必要があります。

（３） 暫定２車線区間は、災害・工事等による長時間の全面通行止めや、低速
車両の混在による速度低下に加え、路肩排雪作業に伴う通行止めが発生
するなどの課題があります。
特に、秋田・岩手の県境部は、速度低下率が２５％以上と高くなってい

るほか、リダンダンシー確保の面で課題を抱えており、当県がＩＣ周辺
地域への自動車関連産業などの誘致を進めている中において、企業側が
求める「定時性や時間信頼性の確保｣のためにも、秋田自動車道「北上Ｊ
ＣＴ～大曲ＩＣ間」の早期４車線化が必要です。

（４） 高速道路の暫定２車線区間の死亡事故率は、４車線以上区間の約２倍で
あり、対向車線飛び出しによる事故を防止する観点から、ワイヤーロー
プ式防護柵等を設置し、高速道路の安全性向上を図る必要があります。
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▲横手市の工業団地における自動車関連
　工場数の推移

（県担当課室名　建設部道路課）

▲拡張を続ける大館工業団地、大館第二工業団地

高速道路開通によるストック効果

１ 企業進出・設備投資を後押し
　・県北大館市内の工業団地は、開通を見据えた企業進出により、
　工場の新設・増設等の設備投資が増加するとともに新規雇用も増加。

２ 自動車関連企業の増加
　・県南地域では、高速道路を活かした輸送効率化に
　より、自動車関連企業の進出が増加。
　・企業が求める定時性を確保するため、事業中区間
　の早期整備と暫定２車線区間の４車線化が急務。

▼大館市の主な工場の新設・増設の推移

▲自動車関連工場の進出が進む横手第二工業団地

小坂
JCT

大館北IC二ツ井
白神IC

秋田自動車道

遊佐鳥海IＣ

鶴岡
ＪＣＴ

供用済

整備中

象潟IC

秋田北IC

横手IC

秋田

空港IC

二井田真中IC

雄勝こまちIC

秋
田
自
動
車
道

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

横手北スマートIC

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

鷹巣
IC

北上JCT

大曲IC

高速道路凡例

大館能代
空港IC

東
北
中
央
自
動
車
道

（仮）小砂川IC

重要港湾
秋田港

重要港湾
能代港

北上ＪＣＴ～大曲ＩＣ間
約７２kmの４車線化を要望
（令和元年９月 優先整備区間選定）

二ツ井白神ＩＣ～蟹沢ＩＣ間の
整備促進を要望

E7

E46

E7

E13

E4

遊佐象潟道路の
整備促進を要望

横堀道路、真室川雄勝
道路の整備促進を要望

自動車関連
企業が増加

トヨタ自動車
東日本
岩手工場

トヨタ自動車
東日本
大衡工場

自動車
関連部品を

輸送

拡張を続ける工業団地

新庄北IC

（仮）
小繋
IC

湯田IC

４車線化事業区間

▲秋田魁新報（R3.7.28）

（仮）
今泉
IC

蟹沢
IC

Ｈ31.3.29

約7.7km

R2.3.31

約7.7km

北上西IC

R3.3.30

約19.5km

蟹沢IC～大館能代空港IC間
R2.12.13開通

遊佐比子IＣ
大館第二工業団地

二井田工業団地

大館工業団地

工業団地拡張
面積：13.6ha

H30から順次分譲

済

済
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Ⅶ-３ 県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備促進に
ついて
②高速道路を補完する道路網の整備

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【要望の内容】

県全体の活力を維持し、各地域が自立していくためには、都市間や観光地間、
近隣県等との時間距離を短縮し、地域間の交流を活発化する必要があることから、
高速道路を補完する地域高規格道路などの幹線道路網を早期に整備すること。

（１） 高速道路を補完し地域間を連結する、次の路線を地域高規格道路として
整備すること。

① 国道４６号「盛岡秋田道路（仙北市生保内～卒田間）」について、事業
お ぼ ない そつ だ

化に向けた計画の策定を進めること。

② 国道１０５号「大曲鷹巣道路」の大覚野峠地区について、直轄権限代行
だいかく の

により事業中である峠部区間の早期着工を図ること。
また、国道１０１号「西津軽能代沿岸道路」の整備実現に向けた支援を

行うこと。

（２） 主要な幹線国道である次の路線の整備及び機能強化を図ること。
① 計画段階評価を実施している国道１３号「横手北道路」を早期に事業化

すること。
② 「防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラム」に明

記された国道７号秋田南バイパスの４車線化延伸「秋田南拡幅」を早期に
事業化すること。また、国道１３号「河辺拡幅」等の整備を促進すること。

（３） 地域間交流の活発化や交通の円滑化を図る国道１０７号「本 荘 道路」、
ほんじょう

県道西目屋二ツ井線「荷上場バイパス」など、当県が管理する幹線道路の
に あ げ ば

整備に必要な予算を確保し支援すること。
特に、重要港湾「秋田港」と秋田自動車道「秋田北ＩＣ」を結び、物流

機能を強化する「秋田港アクセス道路」について、重要物流道路に指定す
るとともに重点支援を行うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 秋田市と盛岡市を最短で結び、県央部の「横軸」である国道４６号の
「生保内～卒田間」は、線形不良等により物流を担う車両の通行に支障を
来しているほか、死傷事故件数が多いなどの現道課題があるため、早期の
事業化が必要です。

また、国道１０５号は、内陸部の幹線道路として、県北部と県南部を直
結する主要な物流・観光ルートであり、高速道路とのダブルネットワーク
の構築へ向けて早期の整備が必要です。

（２） 国道７号及び１３号は、高速道路と相互補完の機能を有し、リダンダン
シーを確保する重要路線となっていることから、早期の整備が必要です。

特に、国道１３号「横手北道路」は、主要な渋滞箇所及び交通事故多発
区間があるほか、路肩狭小区間において冬期堆雪時に幅員減少による速度
低下が発生するなどの現道課題があることから、早期の事業化が必要です。

また、国道７号「秋田南バイパス」は、２車線区間の渋滞・交通事故対
策のため、早期に４車線化延伸が必要です。

（３） 当県は広大な県土を有しており、地方創生実現のためには、幹線道路ネ
ットワークの充実・強化を図る必要があります。特に、「秋田港アクセス
道路」は、「秋田港」を拠点とした県内及び広域背後地域との物流の効率
化や交流人口を拡大させるため、重点化により早期の整備が必要です。
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（仮）
小砂川IC

小坂
JCT

大館北IC
二ツ井
白神IC

遊佐比子ＩＣ

鶴岡ＪＣＴ

象潟IC

秋田北IC

酒田ＩＣ

鷹巣IC

秋田空港IC

新庄北ＩＣ

二井田真中IC

雄勝
こまちIC

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

盛岡秋田道路

重点道の駅
「きさかた」

県
道
西
目
屋
二
ツ
井
線

国道１０７号

秋田港アクセス道路

横手
IC

重点道の駅
「ふたつい」

遊佐鳥海IC

大館能代
空港IC

大曲IC

横手北スマートIC

大覚野峠地区

（仮）
小繋
IC

（仮）
今泉
IC

蟹沢
IC

供用済

整備中

（県担当課室名　建設部道路課）

高速道路

地域高規格道路

計画路線

候補路線

重要港湾
秋田港

国道４６号「盛岡秋田道路（仙北市生保内～
卒田間）」の事業化に向けた計画の策定を要望凡例

秋田自動車道

秋田港と秋田北ＩＣを結ぶ
秋田港アクセス道路

「秋田港アクセス道路」の
重点支援を要望

秋田港

国道7号

秋田北IC

国道１０７号「本荘道路」
の予算確保を要望

県道西目屋二ツ井線「荷上場BP」の
予算確保を要望

急カーブ・急勾配箇所が多い国道４６号「生保内～卒田間」

H24.2月発生交通事故

国道１３号「横手北道路」の
早期事業化を要望

国道１３号の冬期の混雑状況
（横手市金沢中野地区）

JR
田
沢
湖
線

国道１３号「河辺拡幅」など
幹線国道の整備促進を要望

JR奥羽本線

国道１０５号「大覚野峠地区」の現道に
おいて雪崩による通行規制が発生

国道１０５号「大覚野峠地区」の
事業中区間の早期着工を要望

雪崩（H23.4月発生）

国道７号「秋田南バイパス」の
４車線化延伸を要望　

２車線区間

２車線区間の混雑状況

「防災・減災、国土強靱化に向けた道路の

５か年対策プログラム」において、「事業計
画の具体化に向けた調査を推進」と明記
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Ⅶ-４ 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けて

いる観光事業者に向けた支援の拡充について

財務省大臣官房、主計局

国土交通省大臣官房

観光庁

【要望の内容】

全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により減少した観光客の回復を図る

ため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」及び「訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光事業支援）」等、観光流動を促進させる

ための地域の取組に対し、十分な予算を確保し積極的に支援を行うとともに、地

方の実情に即した柔軟な制度運用を可能とすること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国内では観光客が減少してお

り、当県では、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」や

「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光事業支援）」等の活

用により、観光需要を喚起させるため地域独自の取組を実施しているとこ

ろですが、需要の回復に向けては、感染症の動向を見極めながら弾力的か

つ継続的に取り組んでいく必要があります。

（２） 長期にわたり深刻な影響を受けている観光事業者等が事業を継続するた

めには、臨時交付金や補助金の継続等により、地域の感染状況に応じて各

地域が主体となった取組に対する各種支援の拡充等柔軟な対応が必要です。

（県担当課室名 観光文化スポーツ部観光振興課）
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Ⅷ　人口減少対策と地域社会づくり
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Ⅷ-１ 女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの実現に
向けた働き方改革の推進について（拡充）

内閣府男女共同参画局

厚生労働省雇用環境・均等局

【要望の内容】

（１） 令和３年３月に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ

指数（ＧＧＩ）」では、我が国は１５６か国中１２０位と先進国の中でも

極めて低い水準にあるため、女性の活躍推進は重点的に取り組むべき課題

であることから、国が主体となり、女性の活躍推進について全国的なムー

ブメントを創るとともに、女性が個性と能力を十分に発揮できる環境整備

に向けた取組をより強力に推進すること。

（２） 「地域女性活躍推進交付金」について、地方公共団体の創意工夫により、

地域の実情に応じた実効性の高い取組が安定的・継続的にできるよう、複

数年度にわたり、計画的に行う事業が継続して採択できるようにするとと

もに、地域における女性活躍や男女共同参画に関する取組の交付要件を緩

和するなど、柔軟で使いやすい運用を図ること。

また、女性活躍に資する施策を強力に進めていくため、地方公共団体の

要望に対して応えられるよう、同交付金の十分な予算措置を講じること。

（３） 女性の活躍とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活との調和）を推進

するために、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、一

般事業主行動計画の策定や、企業の認定（えるぼし認定、くるみん認定、

プラチナえるぼし認定、プラチナくるみん認定）の取得に取り組む中小企

業への優遇策の拡充を行うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、本年３月に女性活躍推進法に基づく「秋田県女性活躍推進計

画」と一体的に策定した「第５次秋田県男女共同参画推進計画」に基づき、

社会のあらゆる分野において誰もがその個性と能力を十分に発揮し、活躍

できる環境づくりを推進しています。

国では、昨年１２月に策定した「第５次男女共同参画基本計画」におい

て、２０３０年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的

地位にある人々の性別に偏りがないような社会を目指して取組を進めてお

りますが、未だにジェンダー・ギャップの状況は世界的に低い水準にある

ことから、政策・方針決定過程への女性の参画の全国的なムーブメントを

起こすとともに、女性が個性と能力を十分に発揮できる環境整備を推し進

めるなど、国が率先して、この道筋を一層強化していく必要があります。
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（２） 当県は、生産年齢人口に占める女性の有業率が全国平均を上回っている

（全国１１位）ものの、管理的職業従事者に占める女性の割合が低迷して

いる（同４０位）ほか、民間事業所における男性の育児休業取得率が

１０．７％（令和２年度）と低率であるなど、職場における女性の活躍や

両立支援の取組が十分には進んでいない状況です。

また、人口減少や少子化が進む当県においては、進学や就職を機とした

県外転出が多い若年女性の定着が大きな課題となっており、県内定着・回

帰に向けた魅力ある職場づくりを進めていくためには、企業における女性

の活躍推進や仕事と育児・家庭の両立支援が不可欠になっています。

（３） こうしたことから、当県では、令和３年７月より民間企業において豊富

な経験や知見を有し、総合的に施策を推進できる女性を県の幹部職員に採

用することにより、「第５次秋田県男女共同参画推進計画」に掲げる男女

共同参画の推進、女性が活躍しやすい環境づくり、女性の指導的立場への

登用など、女性活躍に資する施策を強力に進めていくことにしています。

（４） また、平成３０年６月から、経済団体と連携してワンストップで企業へ

の支援を行う「あきた女性活躍・両立支援センター」を設置し、県内企業

の９９．９％を占める中小企業を対象に、一般事業主行動計画の策定等に

ついて専門家派遣による指導・助言等を実施しています。

こうした地方公共団体の創意工夫により、地域の実情に応じた実効性の

高い女性活躍に資する施策が安定的・継続的に実施できるよう、「地域女

性活躍推進交付金」については、複数年度にわたり、計画的に行う事業が

継続して採択できるようにするとともに、地域における女性活躍や男女共

同参画に関する取組に関して、職業生活の活躍に関する取組と併せて実施

することや、事業実施主体における総事業予算の２０％以内とするといっ

た交付要件を緩和するなど、柔軟で使いやすい運用ができる制度にし、地

方公共団体の要望に対して応えられるよう、十分な予算措置を講じる必要

があります。

（５） 女性の活躍推進や両立支援に向けた取組を継続的に実施していくために

は、県内企業における女性の登用促進や多様で柔軟な働き方の導入など、

女性が活躍し続けられる職場づくりを進める必要があるものの、県内企業

のほとんどが中小企業であることから、地域の実情に応じた取組を進める

ためにも、一般事業主行動計画の策定や、えるぼし・くるみん認定等に向

けた中小企業に対する支援制度の拡充が必要です。

特に、積極的に取り組む企業を支援する「両立支援等助成金」の要件緩

和や増額、政府公共調達における加点評価制度の拡充など、企業の取組に

インセンティブを与える支援制度を充実させる必要があります。
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【参考資料】

１ 管理的職業従事者に占める女性の割合等

出典：総務省「平成２９年就業構造基本調査」

２ 東北の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数及び

えるぼし・プラチナえるぼし認定企業数等の状況（令和３年６月末現在）

出典：厚生労働省「都道府県別女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届

出状況」及び「女性活躍推進法に係る認定状況」

３ 東北の次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定企業数及

びくるみん・プラチナくるみん認定企業数等の状況（令和３年６月末現在）

出典：厚生労働省「都道府県別一般事業主行動計画策定届の届出及び認定状況」

東北 全国 東北 全国 東北 全国
1 8 秋 田 県 385 1 11 岩 手 県 17 1 4 岩 手 県 1
2 14 岩 手 県 255 2 18 山 形 県 12 2 11 青 森 県 0
3 27 宮 城 県 134 〃 〃 福 島 県 12 〃 〃 宮 城 県 0
4 30 山 形 県 111 4 23 宮 城 県 11 〃 〃 秋 田 県 0
5 35 福 島 県 80 5 28 青 森 県 9 〃 〃 山 形 県 0
6 36 青 森 県 78 6 39 秋 田 県 4 〃 〃 福 島 県 0

全 国 平 均 212 全 国 平 均 29 全 国 平 均 0.32

順位 順位 順位一般事業主行動計画策定企業数
（従業員数300人以下の企業）(社)

えるぼし認定企業数 プラチナえるぼし認定企業数

東北 全国 東北 全国 東北 全国
1 26 宮 城 県 699 1 18 山 形 県 53 1 19 宮 城 県 5
2 30 福 島 県 624 2 24 宮 城 県 43 〃 〃 山 形 県 5
3 31 岩 手 県 561 3 25 福 島 県 42 3 22 青 森 県 4
4 33 秋 田 県 521 4 27 岩 手 県 41 〃 〃 福 島 県 4
5 40 山 形 県 380 5 33 青 森 県 34 5 30 岩 手 県 3
6 42 青 森 県 355 6 36 秋 田 県 29 6 46 秋 田 県 0

全 国 平 均 1,022 全 国 平 均 76 全 国 平 均 9

順位 順位 順位一般事業主行動計画策定企業数
（従業員数100人以下の企業）(社)

くるみん認定企業数 プラチナくるみん認定企業数

東北 全国 東北 全国
1 10 宮 城 県 16.8 1 3 山 形 県 74.3
2 11 山 形 県 16.7 2 11 秋 田 県 71.7
3 28 青 森 県 14.2 3 12 岩 手 県 71.6
4 32 福 島 県 13.7 4 22 青 森 県 69.7
5 38 岩 手 県 12.3 5 30 福 島 県 68.6
6 40 秋 田 県 12.0 6 35 宮 城 県 67.9

全 国 平 均 14.8 全 国 平 均 68.5

順位 順位管理的職業従事者に占める
女性従業員の割合（％）

生産年齢人口における
女性の有業率（％）
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４ 「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づく当県独自の取組

［あきた女性活躍・両立支援センターの設置］
企業における女性の活躍推進や仕事と育児・家庭の両立支援に関する制度

周知等の啓発や相談への対応、専門アドバイザーの派遣などをワンストップ
で行う「あきた女性活躍・両立支援センター」を設置。
・設置時期 平成３０年６月１日
・設置場所 秋田県商工会連合会内（秋田市）
・委 託 先 秋田県商工会連合会
・センターの機能

①女性活躍・両立支援推進員（３人）の企業訪問による啓発
②窓口・専用電話による相談業務
③専門アドバイザー（社会保険労務士）の派遣
④その他中小企業における取組の支援に関する業務

（県担当課室名 あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課）
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Ⅷ-２ 多様性に満ちた社会づくりの推進について（新規）

内閣府男女共同参画局

消費者庁

法務省人権擁護局

厚生労働省雇用環境・均等局

【要望の内容】

新型コロナウイルスの感染者等に対する誹謗中傷のほか、性的指向、性自認等

を理由とした差別、顧客等からの著しい迷惑行為など、ＳＤＧｓの基本理念にも

掲げられる「誰一人取り残さない」社会づくりの支障となる問題に対処するため、

各種法令等の整備とともに、広報・啓発や教育の充実を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 今般のコロナ禍により、当県においては、新型コロナウイルスの感染者

やその家族、医療従事者等に対する誹謗中傷が大きな問題となり、これを

契機として、県民意識調査や各種団体等への意見聴取を進めたところ、こ

のほかにも男女の性差、性的指向・性自認等を理由とした差別、顧客等か

ら労働者に対する暴言や執ようなクレーム等の著しい迷惑行為など、多く

の県民が様々な差別等を感じていることが明らかとなりました。

（２） 当県では、これらの差別等の解消を図り、県民が安心して暮らすことが

でき、かつ、持続的に発展することができる社会の実現を目指し、「多様

性に満ちた社会づくり基本条例（仮称）」の制定に向け、関係団体等によ

る有識者会議や各地域ごとの意見交換会等により意見聴取を行うなどの取

組を進めています。

（３） こうした差別等については、当県のみの問題ではなく、また、社会的な

議論が必要であることから、その対策の全国的な展開を視野に入れ、国の

責任において、各種法令等の整備とともに、ネットリテラシーの向上や個

性を認め合う社会づくりに向けた広報・啓発を進めることが必要です。
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【参考資料】

１ 差別等を感じる機会の有無

・ 頻度に関わらず差別を感

じている人の合計は62.0%

であり、過半数が何らかの

差別等を感じている。

２ 感じる差別等の種類

・ 「性別に関するもの」が

29.6%、次いで「障害に関

するもの」が29.4%となっ

ている。

・ 「感染症など疾病に関す

るもの」が26.7%と３番目

に高い割合であり、コロナ

禍の影響が見られる。

出典：令和３年度 県民意識調査報告書

（県担当課室名 あきた未来創造部あきた未来戦略課）

6.9

25.7

29.4

32.2
5.8

無回答

たまに感じる

ことがある
まったく感じる

ことがない

あまり感じる

ことがない

よく感じることがある

無回答

性的指向・性自認等に関するもの

その他（職業に関するもの等）

感染症など疾病に関するもの

障害に関するもの

性別に関するもの

0 5 10 15 20 25 30

17.1

5.3

15.2

26.7

29.6

29.4

※複数回答可
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Ⅷ-３ 総合的な少子化対策への支援について

内閣府大臣官房、子ども・子育て本部

総務省自治財政局

厚生労働省大臣官房、子ども家庭局、

保険局

【要望の内容】

（１） 「地域少子化対策重点推進交付金」について、効果が高いと認められる

特定の事業は複数年度継続して交付対象にするなど、地方公共団体の創意

工夫により、地域の実情に応じた実効性の高い少子化対策を安定的・継続

的に実施できるよう、運用の弾力化を進めること。

また、結婚新生活支援事業に取り組む地方公共団体が、新婚世帯への助

成を不足なく公平に実施できるよう、同交付金の十分な予算措置を講じる

こと。

（２） 地方公共団体が、地域の実情に応じて県・市町村が連携し独自に行う保

育料助成制度に対し、地方財政措置を講じること。

（３） 国の責任において、子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設するこ

と。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県は、出生率が人口千対４．７（令和２年）と全国最下位であること

などから、その対策を講じることが喫緊の課題となっています。

（２） このため、県政運営指針である「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」

や地方創生にかかる「第２期あきた未来総合戦略」に少子化対策を位置づ

け、多子世帯を対象とする所得制限のない奨学金貸与事業など、思い切っ

た経済的負担の軽減策をはじめ、結婚・出産・子育てに前向きな意識の醸

成、一般社団法人あきた結婚支援センターによる出会い・結婚の支援など、

各種事業に積極的に取り組んでいます。
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（３） 少子化対策は国家的課題であり、国は、その責任において、ポジティブ

イメージの醸成など、各種の施策を強力に推進していく必要があります。

また、地方公共団体が行う結婚に対する取組及び結婚、妊娠・出産、乳

幼児を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組を支援す

るために創設された「地域少子化対策重点推進交付金」について、各地方

公共団体の裁量を拡大し対象事業内容の柔軟な制度設計を可能にするとと

もに、結婚支援センターの運営など既に実施し、効果が高いと認められる

特定の事業を継続的に実施できるような制度にすることが必要です。

さらに、県が市町村に間接補助する結婚新生活支援事業については、所

得要件と年齢要件が緩和された結果、令和３年度事業には今まで以上に多

くの地方公共団体が活用を要望しましたが、交付金の財源不足を理由とし

て、交付額が大幅に削減されました。結婚の希望をかなえられる環境を整

備する地方公共団体が、新婚世帯に対し経済的な支援を行うことができる

よう、十分な予算措置を講じる必要があります。

（４） 全国的に地方公共団体が独自に行っている、２歳児以下への保育料助成

等について、少子化が進行している中において、先進的に取り組む地方公

共団体に対しては、地方財政措置を講じることが必要です。

（５） また、福祉医療費については、従来、乳幼児と小学生を助成対象として

いましたが、平成２８年８月からその範囲を中学生まで拡大しています。

子どもを安心して産み育てやすい環境づくりを進め、出生率を高めると

いう少子化対策は、地方毎の対応では限界があることから、我が国の将来

に関わる国家的課題として、国が抜本的な対策を講じることが必要です。
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【参考資料】

１ 「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づく当県独自の取組

（１）保育料等の助成

幼稚園・保育施設の保育料等利用者負担額の軽減及び一時預かり等の利用料助

成を実施する。

補助率 県1/2 市町村1/2

① 保育料助成事業

ア 対象者 幼稚園や保育所等を利用する子育て世代（所得制限あり）

イ 助成率等

ⅰ 世帯年収約640万円※までの世帯（第１子から） 1/2又は1/4

ⅱ 平成28年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円※まで） 第２子以降の保育料全額

ⅲ 平成30年4月2日以降に新たに第２子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円※まで） 第２子以降の保育料全額

ⅳ 平成30年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（世帯年収

約640万円～930万円※まで） 第２子以降の保育料1/2

※世帯年収はいずれも保育所利用の場合の目安

② 子育てファミリー支援事業

ア 対象者 平成30年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯（施

設利用者・在宅の双方）

イ 助成額 １世帯当たり15,000円（年上限額）

③ 副食費助成事業（令和元年１０月開始）

ア 対象者 幼稚園や保育所等を利用する３～５歳児を有する世帯（所得

制限なし）

イ 助成率等

ⅰ 世帯年収約360万円※を超える世帯（第１子から） 1/2又は1/4

ⅱ 平成28年4月2日以降に新たに第３子以降が生まれた世帯

第２子以降の副食費全額

ⅲ 平成30年4月2日以降に新たに生まれた第２子以降 副食費全額

※世帯年収は保育所利用の場合の目安

（２）乳幼児・小中学生に対する福祉医療費助成

一定の所得制限の下で、乳幼児・小中学生に対する福祉医療費を助成。

・対象：０歳から中学校修了年度の３月３１日までの間にある児童（ただし、

保護者の前年の所得による制限あり）

・内容：①０歳児と市町村民税所得割非課税者の子どもの場合、医療機関等の

窓口で支払う自己負担額の全額助成

②上記（１）に該当しない子どもの場合、窓口での自己負担額の半額

（ただし、窓口での自己負担額は、１医療機関１か月あたり

１，０００円が上限）
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２ 当県の出生数・出生率

※Ｒ２年は概数 出典：人口動態調査【厚生労働省】

３ 当県の婚姻件数・婚姻率

※Ｒ２年は概数 出典：人口動態調査【厚生労働省】
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４ 都道府県別人口増減率（平成２２～２７年）

出典：平成２７年国勢調査【総務省統計局】

（県担当課室名 あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課

健康福祉部長寿社会課国保・医療指導室）
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Ⅷ-４ 良好な市街地形成と安全・安心なまちづくりに資する

街路の整備について（拡充）

国土交通省大臣官房、都市局

【要望の内容】

円滑な都市内交通の確保や都市の防災機能の強化を図り、コンパクトなまちづ

くりの基盤となる、街路の整備に必要な予算を確保すること。

（１） 市街地における交通の円滑化や歩行者の安全を確保する「八幡根岸線
や わた ね ぎし

（横手市）」の整備に必要な予算を確保し支援すること。

（２） 令和４年度新規要望路線である「 明 田外 旭 川線（秋田市）」を事業採
みようでんそとあさひかわ

択いただくとともに、市街地における交通の円滑化や歩行者の安全の確

保に加えて、無電柱化に取り組んでいる「新屋土崎線（秋田市）」等の整
あら や つちざき

備に必要な予算を確保し支援すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、市町村が進める「立地適正化計画」策定を支援するため、市

町村と共に研究会を立ち上げ、都市の構造に関する調査・分析を共同で

実施するなど、都市のコンパクト化に向けた取組を進めています。

こうした計画を策定した市町村を支援するため、県としてもコンパクト

なまちづくりの基盤となる街路事業を一層推進し、良好な市街地形成を

図ることが必要です。

（２） 当県では、秋田県渋滞対策推進協議会において主要渋滞箇所に特定され

ている箇所の対策を優先的に推進しており、令和４年度新規路線として

「 明 田外 旭 川線（秋田市）」を要望しています。
みようでんそとあさひかわ

令和元年１２月に「秋田県無電柱化推進計画」を策定し、都市の防災機

能の強化や良好な都市景観を形成するため、市街地内での無電柱化を推

進しており、電線管理者と連携しながら、防災・減災に資する無電柱化

を確実かつ計画的に進め、安全・安心な都市空間を確保することが必要

です｡
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Ｊ
Ｒ
横
手
駅

市役所◎

○
合同
庁舎

○横手城南高校

○横手病院

○横手南
小学校

○平鹿総合病院

ＪＲ北上線

至 由利本荘市 至 北上市

市街地再開発
事業中

107

13

至 大仙市

至 横手ＩＣ 至湯沢市

横手公園

コンパクトなまちづくりを支援する街路整備

やわたねぎし        ねぎしちょう

八幡根岸線 根岸町工区

秋田市秋田市中心市街地活性化 
基本計画区域 [H29.3認定]

◆主な民間投資プロジェクト

◆主な県市実施事業  

■ﾃﾚﾋﾞ局本社 新築移転
■駅直結店舗、駐車場建設
■駅前大型商業施設ﾘﾆｭｰｱﾙ
■ＪＲ秋田支社 新築移転
■クロッセ秋田（CCRC拠点）

■ホテルメトロポリタン秋田別館

■街路事業
■土地区画整理事業
■あきた芸術劇場（ミルハス）

■秋田駅前芝生広場 

秋田市中心
市街地活性化 
基本計画区域 

医療施設・教育施設へのアクセス道路
であるが歩道がなく幅員狭小

  → 道路拡幅・歩道整備により円滑な
  交通の確保と交通安全の向上へ

慢性的渋滞、歩道狭小
 → ４車線化・無電柱化により
  円滑で安全な交通環境へ

秋田市立地適正化計画[H30.3策定済]

横手市 横手市立地適正化計画[H31.3策定済]

県街路事業により
市中心市街地での
円滑な交通を確保！

県街路事業により
中心市街地への
アクセスを強化！

みょうでんそとあさひかわ てがたやまざきちょう

明田外旭川線 手形山崎町工区
あらやつちざき        きょくなん

新屋土崎線 旭南工区

（県担当課室名　建設部都市計画課）

慢性的渋滞
 → 道路拡幅・無電柱化により
 交通円滑化及び防災性向上へ
   

（Ｒ４新規要望箇所）
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Ⅷ-５ 「秋田モデル」による持続可能な下水道事業への支援

について

国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【要望の内容】

人口減少が全国で最も早く進む当県において、持続的かつ効率的な生活排水処

理事業を実現するため、県と市町村等との連携により取組を進めている広域化・

共同化の推進について、必要な予算を確保すること。

（１） 生活排水処理施設から発生する汚泥を広域的に集約し、利活用を図るた

め、県が県南地区４市２町の下水汚泥を肥料化する広域汚泥資源化事業の

実施に向けて、必要な予算を確保し支援すること。

（２） 広域化・共同化の核である流域下水道において、地域資源の利活用と脱

炭素化を目指す「秋田臨海処理センターリノベーション計画」の事業実施

に向けて、必要な予算を確保し支援すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） ４市２町の下水汚泥を県流域下水道へ集約し肥料化に取り組む「県南地

区広域汚泥資源化事業」は、昨年度、建設に向けた協定を関係市町と締結

しており、官民連携事業として、今後の本格的な事業実施に向けた予算の

確保が必要です。

（２） これまで大半を焼却処分している下水汚泥の資源化への転換や、再生可

能エネルギー導入による脱炭素化など、地域資源活用の拠点として流域下

水道施設「秋田臨海処理センター」を再生するための予算の確保が必要で

す。

当県が全国に先駆けて進めている市町村等との広域化・共同化の取組は、持続

可能な下水道事業運営を目指す「秋田モデル」として、高く評価されています。
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◆県北地区３市３町１組合の汚泥を県流域下水道大館
 処理センターへ集約し、資源化する事業

　 【R1工事完成、R2供用開始】 　　  
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五城目町

広域汚泥資源化施設
（R2供用開始）

大館処理ｾﾝﾀｰ

Ｔ

大曲処理ｾﾝﾀｰ

　（県担当課室名　建設部
　　　　下水道マネジメント推進課）

流域下水道処理場

単独公共下水処理場

し尿処理場

Ｔ

Ｔ

県北地区広域汚泥資源化事業

秋田臨海処理センター

秋田臨海処理センター
下水道リノベーション計画

県北地区広域汚泥資源化事業

県流域下水道 秋田臨海処理センター

R2.8月
　統合

Ｔ

  

農業用地開放

汚泥燃料
消化ガス発電

余剰電力

コンポスト

再生可能エネルギー施設建設

にかほ市

秋田市公共下水道
八橋処理区

東
成
瀬
村

県
南
地
区
広
域
汚
泥
資
源
化
事
業

広域汚泥資源化施設
（横手処理センター内）

◆秋田臨海処理センターを汚泥
資源化施設への転換と再生可
能エネルギー導入による脱炭
素化による地域資源活用の拠
点化を目指す

  　

  

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 【事業期間：R2～R7（予定）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

既焼却施設を
資源化施設へ

再構築

県南地区広域汚泥資源化事業

◆県南地区４市２町の下水汚泥を県流域下水道
 横手処理センターへ集約し、肥料化する事業

 【R元～R2基本計画､R3要求性能・評価項目検討､
　R4～6設計・工事､R7供用開始（予定）】

県流域下水道 横手処理センター

建設地
汚泥資源化施設

協定締結式

　ＤＢＯ方式を採用する
ことにより、効率的な予
算の執行と民間のノウハ
ウを活用する

官民連携
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Ⅸ　健康長寿・地域共生社会の形成
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Ⅸ-１ 新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制等の

維持・確保に向けた支援等について（新規）

厚生労働省大臣官房、医政局、健康局、医薬・生活衛生局、保険局

【要望の内容】

（１） 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、病床・宿泊療養施設

の確保やＰＣＲ等検査体制の整備への支援、診療・検査医療機関や入院受

入医療機関への個人防護具など医療物資の安定供給を継続すること。

（２） 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金やその他財政支援を継続

的に実施するとともに、交付金等の活用について、地域の実情に応じた弾

力的な運用を可能にすること。

（３） 国産ワクチンや治療薬の開発・製造を推進し、安定的な供給体制を確立

するとともに、地方公共団体におけるワクチン接種体制の確保に必要な財

源措置を引き続き講じること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 全国的な状況については、デルタ株等の感染力が強い変異株が猛威を振

るうなど、新型コロナウイルス感染症の収束は当面難しく、収束までの相

当期間にわたり、患者の入院等療養先の維持が必要です。

加えて、新たな変異株の影響も考慮し、感染拡大局面に対応するため検

査能力の維持・拡充が必要であり、特に、疑い患者の診療を担う医療機関

の支援を継続し、検査や入院に繋げる体制を維持することが重要です。

また、ワクチン接種を推進し、感染や重症化を抑制することに加え、重

症化防止の効果が期待されている中和抗体薬の活用など、有効な治療薬を

必要な患者へ迅速に投与していく必要があります。

（２） 当県の状況については、これまで独自の入院患者受入医療機関への応援

金や診療・検査医療機関への協力金などにより、病床や医療従事者を確保

してきたほか、発熱患者等の診療・検査体制を構築してきました。

しかしながら、当県は医師等の人材が少なく、医療現場は対応の長期化

で疲弊しているほか、第４波や第５波の患者急増時は入院調整に苦慮する

状況が続いたことから、引き続きの病床等の確保が課題となっています。
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また、ワクチン接種については、個別接種を行う医療機関に対する独自

の助成を行うなど、安定的なワクチン供給が見通せない中で打ち手となる

医療従事者を確保してきたほか、重症化を防ぐための中和抗体薬の投与体

制については、県立循環器・脳脊髄センターに専用病床を４３床確保し、

集中的に投与を実施しているところです。

（３） こうした状況を踏まえ、感染が収束しない以上は令和４年度においても

病床や宿泊療養施設を維持していく必要がありますが、当県のような医療

資源の脆弱な地域では、医療提供体制の維持・充実に必要な財源等の支援

が不可欠です。

病床はもとより、診療・検査医療機関についても、引き続き発熱患者へ

の対応を行うことから、個人防護具の支給や感染防止対策経費などの支援

を継続・拡充していく必要があります。

また、ワクチンの接種が一定程度完了した後においても、接種の効果や

抗体の定着状況により、更なる接種が必要となる場合には、今後も地方公

共団体における接種の予算や人員体制などの財源措置が必要となります。

併せて、重症化や死亡を防ぐためには、既に活用が進められている中和

抗体薬や早期の実用化が期待される経口薬のように、有効な治療法の確立

と治療薬の安定供給が求められます。

【参考資料】

新型コロナウイルス感染症にかかる秋田県の医療提供体制等（10月29日現在）

１ 外来医療体制

○診療・検査医療機関：263か所

○地域・外来検査センター：5か所

２ 検査体制

○検査(分析)能力：8,340件/日（最大時、抗原定性検査キットを含む）

３ 入院医療体制

○患者受入のための病床数：273床（19病院）

重症度別 重 症 中等症Ⅱ 中等症Ⅰ･軽症 合 計

受入可能患者数 22人 122人 129人 273人

○軽症者等受入のための宿泊療養居室：395室488人（4施設）

（県担当課室名 健康福祉部保健・疾病対策課、医務薬事課）
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Ⅸ-２ 介護現場における人材確保に向けた対策の強化に
ついて

厚生労働省社会・援護局、老健局

【要望の内容】

（１） 従来の介護職員処遇改善加算について、介護職員等特定処遇改善加算と

同様に、介護に直接従事する者以外にも対象職種を拡大するなど、分野全

体の賃金底上げを促進する取組を進めること。

（２） 介護職員等特定処遇改善加算について、より柔軟な配分を認めることに

より、介護サービス事業所の加算取得を促進する取組を進めること。

（３） 介護福祉士修学資金等貸付事業について、介護職を目指す学生等に対す

る安定的な貸付が可能となるよう、必要な財源を国の責任において安定的

に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、職員の処遇や労働環境の改善等に積極的に取り組む事業所の

認証評価制度をはじめとした、総合的な介護人材確保対策に取り組んでい

ますが、介護の仕事に対するマイナスイメージや他産業と比較して低い賃

金水準の影響などから、成果が十分に現れていない状況です。

（２） 介護分野の仕事を志す人や現に従事している人が、将来に希望を持ち安

心して介護の仕事を選択・継続できるよう、介護職のみを対象とした従来

の「介護職員処遇改善加算」についても、分野全体の賃金底上げに結び付

く取組を一層進める必要があります。

（３） 令和元年創設の「介護職員等特定処遇改善加算」により、介護職以外の

職員にも一定程度、同加算の配分が認められているものの、現行の配分ル

ールでは看護職等介護に携わるその他の職種に属する職員の賃金水準との

不均衡が生じる場合があることや、事務手続が煩雑なことなどにより、特

に中小規模の介護サービス事業所において導入に踏み切れないケースが多

く見られることから、その加算取得を促進する取組が求められています。

（４） また、介護人材確保対策の一環として、介護職を目指す学生等に修学資

金や就職準備金を貸し付ける「介護福祉士修学資金等貸付事業」の安定的

な運営を図るため、実施主体に対する貸付原資の助成を行っていますが、

原資の９割を占める国の補助金は毎年度配分される状況にないことから、

今後の新規貸付に支障を来すおそれがあります。
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（５） このため、学生等が、修学に要する費用の心配なく専門的な介護技術を

学び安心して介護職を選択できるよう、希望する者全てに貸付を可能とす

る安定的な貸付原資の確保が必要です。

（６） なお、令和３年度から新たに創設された「福祉系高校修学資金貸付事

業」及び「介護分野就職支援金貸付事業」については、県が３分の１を出

資する「地域医療介護総合確保基金」を原資としており、従来の貸付事業

の原資まで県の一般財源で確保することは困難な状況にあります。

【参考資料】

秋田県内の将来の介護職員の需給推計

（出典：厚生労働省「介護サービス・事業所調査」に基づく県推計値）

秋田県介護福祉士修学資金年度末残高の推移と将来推計

（出典：秋田県長寿社会課調べ）

（県担当課室名 健康福祉部長寿社会課）
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Ⅸ-３ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の予算確保に

ついて

厚生労働省社会・援護局

【要望の内容】

（１） 障害者支援施設・事業所等の整備促進に不可欠な社会福祉施設等施設整

備費国庫補助金については、障害者の地域移行に必要な基盤整備などに支

障を来すことのないよう、十分な予算確保を図ること。

（２） 障害の重度化や高齢化に伴う支援において、入所施設の果たす役割は依

然として大きいことから、既存施設の老朽化対策及び居住環境改善のため

の支援を行うこと。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、障害福祉計画に基づき、障害者の地域移行等を進め、その受

け皿となる障害者支援施設・事業所等の計画的な整備を図っているほか、

平成２９年３月に策定した秋田県国土強靱化地域計画では、社会福祉施設

等の耐震化を推進方針に位置づけ、喫緊の課題である耐震化等の老朽化対

策を促進していくことにしています。

（２） 施設の老朽化に加え、現行の居室面積基準を満たしていない経過措置適

用の障害者支援施設等については、改修のために多額の費用を要すること

から、入所者の居住環境改善が図られていない状況です。

（３） 当県は全国一のスピードで高齢化が進んでいることから、障害者の福祉

向上を図るとともに、「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点など必要

な基盤整備を計画的に推進していく必要があります。

（県担当課室名 健康福祉部障害福祉課）
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Ⅹ　新たな時代を拓く教育・人づくり
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Ⅹ-１ 幼児教育・保育施設における保育士等の確保に向けた
対策の強化について（新規）

内閣府子ども・子育て本部

厚生労働省子ども家庭局

文部科学省初等中等教育局

【要望の内容】

（１） 保育士等の処遇改善について、現行の処遇改善等加算を拡充することな

どにより、幼児教育・保育分野全体の賃金底上げを促進する取組を進める

こと。

（２） 保育士修学資金貸付事業について、保育士を目指す学生等に対して確実

な貸付が可能となるよう、必要な財源を国の責任において安定的に確保す

ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、保育士等の人材を確保するため、産休等代替職員や保育補助

者の雇用にかかる補助事業などを推進することにより、労働環境の改善に

取り組んでいるものの、他業種と比較して低い賃金水準の影響などから離

職者も多く、保育士等の求職者数は求人数を充足するに至っておりません。

幼児教育・保育分野の仕事を志す人や現に従事している人が、将来に希

望を持ち安心して仕事を選択・継続できるよう、分野全体の賃金底上げに

結び付く取組を一層進めることが必要です。

（２） 保育人材確保対策の一環として、保育士を目指す学生に修学資金や就職

準備金を貸し付ける「保育士修学資金貸付事業」の安定的な運営を図るた

め、実施主体に対する貸付原資の助成を行っていますが、原資の９割を占

める国の補助金に配分不足が生じると、今後の新規貸付に支障を来すおそ

れがあります。

保育士を目指す学生が、修学資金等について心配することなく安心して

修学できるよう、希望者すべてに貸付を可能とする貸付原資の十分な確保

が必要です。

（県担当課室名 教育庁幼保推進課）
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Ⅺ　強靱な県土づくりと防災力強化
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Ⅺ-１ 社会資本の整備等に必要な公共事業予算の確保について

財務省大臣官房、主計局
国土交通省大臣官房、総合政策局、不動産・建設経済局、都市局、
水管理・国土保全局、道路局、住宅局、港湾局、航空局

【要望の内容】

（１） 地方創生の実現に不可欠な社会資本の整備や災害に強い県土づくり、イ
ンフラの維持管理・更新等を計画的に推進するために必要な予算（社会資
本整備総合交付金等）の拡大を図ること。

（２） 災害対応や除排雪作業、インフラの整備・維持管理の担い手として、地
域社会を支える建設産業の維持・活性化や、地域経済の下支えを図るため、
当初予算において公共事業関係費を十分かつ持続的に確保すること。

（３） 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、対象
事業を拡大するとともに、必要な予算を別枠で安定的に確保し、強靱な国
土づくりを強力かつ継続的に進めること。

（４） 東日本大震災の被災地を含めた東北全体の更なる復興を円滑に進めるた
め、令和４年度以降も復旧・復興関連予算を十分に確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、地方版総合戦略に基づく様々な施策を展開しているところで
あり、整備を進めてきた社会資本が、県内産業の振興や災害に強い県土づ
くりに大きく寄与しています。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、アフターコロナを見
据えた施策の展開のほか、課題として明らかになった大都市部への過度な
集中によるリスクの回避や、生産拠点の国内回帰が求められていることか
ら、人や産業の地方分散に不可欠な社会資本の計画的な整備が必要です。

（２） 今年度の国の公共事業関係費は、令和２年度３次補正予算を含めた１５
か月予算として見ると、約８兆円が確保されたものの、当初予算比では、
ピーク時の６割程度となっているほか、県外や海外からの観光客の回復や
内需拡大が見通せない中においては、地域経済を下支えする公共事業関係
費の安定的な確保が急務となっています。

（３） 当県では、令和２年度第３次補正で予算措置された「防災・減災、国土
強靱化のための５か年加速化対策」の初年度分について、対策の推進と予
算の確実な執行に取り組んでいますが、激甚化・広域化する自然災害に備
えた事前防災や予防保全型インフラメンテナンスの着実な推進に向け、雪
対策等の対象事業の拡大や別枠での安定的な予算の確保が必要です。

（４） 復旧・復興関連予算が十分確保されない場合は、通常予算にその影響が
及び、被災地のみならず東北地方全体の発展に大きな支障が生じます。
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公共事業関係費（当初予算）と建設業従事者の確保が必要

（能代港：大森地区 洋上風力取扱埠頭）

インフラ施設の点検・維持管理 迅速な災害復旧作業 冬期交通確保のための除排雪作業

（県担当課室名　建設部建設政策課、都市計画課、下水道マネジメント推進課、道路課、河川砂防課、港湾空港課、建築住宅課）
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（楢岡川：平成29年度洪水被害発生）

洪水被害が発生した河川の改良復旧

（日本海沿岸東北自動車道
 蟹沢IC～大館能代空港IC間 R2.12.13供用）

日本海沿岸東北自動車道の整備により
県北部の企業進出・設備投資が増加

（秋田港：飯島地区 洋上風力取扱埠頭）

地域の拠点形成や洋上風力発電の
推進に向けた港湾の機能強化

秋田港の埠頭整備により
港湾内洋上風力発電の建設が加速

（Ｒ４運転開始予定）

（東北中央自動車道 横堀道路）

県内産業や地域の救急医療を
支える幹線道路の整備
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Ⅺ-２ 災害に強く安全・安心で持続可能な道路空間の構築に
ついて（拡充）

内閣官房
国土交通省大臣官房、道路局

【要望の内容】

（１） 近年の頻発化・激甚化する豪雨・豪雪等を踏まえ、災害に強い道路網の
構築を早急に進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速
化対策」の対象事業として、雪対策や冠水対策を追加すること。

また、計画的な事業執行を図るため、必要な予算を別枠で安定的に確保
すること。

（２） 老朽化等により早期に修繕等が必要な橋梁やトンネル、舗装などの道路
施設に対し、道路メンテナンス事業補助制度等により、計画的・集中的な
財政支援を行い、予防保全への移行を促進すること。

（３） 交通事故の多発箇所に加え、通学路における潜在的な危険箇所等も含め
た「事故危険箇所」への集中的な安全対策を推進するため、歩道の設置等
のハード対策に必要な予算の更なる拡充を図ること。

（４） 道路除雪業者が安定した経営を維持できるよう、少雪時においても、最
低限必要となる機械の固定経費等に対する支援制度を創設した上で、必要
な予算を確保すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 当県では、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の初
年度分について、対策の推進と予算の確実な執行に取り組んでいますが、
激甚化・広域化する自然災害に備えた事前防災等の着実な推進に向けて、
防雪・凍雪害に対応した雪対策や冠水対策など対象事業の拡大が必要です。

また、適切な施工期間の確保や受注者の計画的な人員配置・資材調達等
の観点から、別枠での安定的な予算の確保が必要です。

（２） ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続可能な維持管理を実現す
る予防保全型インフラメンテナンスへ早期に移行するためには、定期点検
等により確認された修繕が必要な橋梁、トンネル、舗装等の道路施設への
対策を加速する必要があります。

（３） 令和３年６月に千葉県八街市で発生した交通死傷事故を受け、関係機関
が実施した「通学路合同点検」を踏まえ、交通安全対策に当たっては、即
効性の高いソフト対策に加え、歩道や防護柵の設置等のハード対策を適切
に組み合わせ、可能なものから速やかに実施していくことが必要です。

（４） 令和元年度の記録的な少雪を踏まえ、当県では、除雪機械の管理費など
の一定の固定経費に対する独自の支援を実施していますが、少雪時におい
ても適正な道路除雪体制を維持していくためには、国による支援制度の創
設と予算の確保が必要です。
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（県担当課室名　建設部道路課）

（国道１０８号 湯沢市）

冠水対策の必要性

（H29.7 国道１０５号 由利本荘市）

（国道１０５号 大仙市） 大曲大橋 （国道２８５号 五城目町） 秋田峠トンネル

床版劣化 壁面漏水

（県道角館六郷線　美郷町） 千屋地区
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H31.2.1（通常） R2.2.1（少雪）

（国道１０５号　大仙市） 南外地区

４割未満にまで

大幅減少！

凍害による舗装の損傷・劣化

冬期路肩（堆雪帯）の必要性

（H30.2 国道１０８号 湯沢市） 

雪崩予防柵の必要性

（H31.1 国道１０８号 湯沢市） 

（県道横手停車場線　横手市） 上真山地区
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Ⅺ-３ 県民の生命・財産を守る治水砂防対策の推進について
①国直轄事業（河川・ダム・砂防）の促進

国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【要望の内容】

平成２９年及び平成３０年に甚大な洪水被害や土砂災害が発生したことから、
支川の背水対策を含めた直轄河川事業及び直轄砂防事業の更なる促進を図ること。

（１） 「雄物川」における河川激甚災害対策特別緊急事業の早期完成及び直轄
管理河川での治水事業推進に必要な予算の更なる拡大を図ること。

（２） 「成瀬ダム」について、事業費の縮減に努めつつ、本体工事の促進を図
ること。また、「鳥海ダム」について早期に本体工事に着手すること。

（３） 広範囲に及ぶ家屋浸水や冠水による国道１３号の全面通行止めが発生し

た普通河川「古 川」の流域において、引き続き国が主導し、流域関係者
ふるかわ

への助言等、技術的支援を行うこと。

（４） 緊急治水対策の進捗に伴い水位上昇の影響が懸念される「平尾鳥 川」
ひら お どりがわ

等の治水対策について、国が確実に実施すること。

（５） 「八幡平山系」にかかる直轄砂防事業について、工事の促進を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 雄物川では、平成２９年に二度、平成３０年にも一度氾濫が発生してい
ることから、早急な治水対策が必要です。

（２） 両ダムが建設される地域では、治水上の必要性に加え、水源の確保を求
める声が高まっており、ダムの早期完成が強く望まれています。
本年９月には、成瀬ダムの基本計画が変更され、全体事業費が増額とな

っています。

（３） 秋田市南部に位置する「古川」の流域において、国・県・市で構成する
「治水対策協議会」を設立し、三者の連携による一体的な治水対策を進
めています。

（４） 雄物川へ流入する県管理の支川においては、本川等の堤防整備により、
合流部の水位上昇に伴う浸水被害等が懸念されることから、早急な治水
対策が必要です。

（５） 秋田駒ヶ岳を中心とする火山地域において荒廃地からの土砂流出による
土砂災害から地域住民の生命・財産を守るため、砂防堰堤によるハード
対策の促進が必要です。
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国直轄事業（河川・ダム・砂防）の促進

Ｈ２９・Ｈ３０豪雨における浸水被害状況

【H29】
・雄物川の氾濫により秋田市、大仙市で被害発生

・浸水家屋　約　700戸
・浸水面積　約2,000ha

令和４年度　国による主要事業箇所図

（県担当課室名　建設部河川砂防課）

鳥海ダム

米代川
鷹巣地区

①雄物川（大仙市）

米代川

【H30】
・雄物川の氾濫により秋田市、大仙市で被害発生

・浸水面積　約　280ha

④八幡平山系
直轄砂防事業

②成瀬ダム

子吉川
石脇地区

②成瀬ダム（東成瀬村）

雄物川中村芦沢地区（大仙市協和）

雄物川

雄物川中村芦沢地区（大仙市協和）

H29.7月　洪水浸水状況

R3.6月　事業進捗状況

古川

③

【直轄管理河川】雄物川
河川激甚災害対策
特別緊急事業

山田頭首工

①雄物川
中村芦沢地区

右岸部左岸部原石山

R3.7月

水沢第2砂防堰堤（仙北市）

R3.7月　事業実施状況

④八幡平山系（仙北市）

凡例

直轄河川事業

直轄ダム建設事業

直轄砂防事業

子
吉
川 雄

物
川

雄物川

平尾鳥地区

国道
13号

古川

（主）秋田雄和本荘線

H29.7月　国道13号冠水状況
（秋田市仁井田）

③古川（秋田市）

雄物川

国道13号通常の状況
（秋田市仁井田）
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Ⅺ-３ 県民の生命・財産を守る治水砂防対策の推進について
②河川改修事業及び老朽化対策・土砂災害対策の推進

総務省自治財政局
国土交通省大臣官房、水管理・国土保全局

【要望の内容】

激甚化・頻発化する水害リスクに備え県民の生命・財産を守るため、ハード・
ソフト両面から推進している流域治水対策や老朽化対策等について、更なる支援
を図ること。

（１） 重点的に河川改修事業を実施している「太 平 川」、「新 城 川」、「斉
たいへいがわ しんじようがわ さい

内 川」等の治水対策や、長寿命化計画に基づく河川管理施設等の老朽化
ないがわ

対策など、これらの推進に必要な予算の更なる拡大を図ること。

（２） 中小河川の水害リスク情報の空白域を解消するために必要な浸水想定区
域図作成など、流域治水プロジェクトに位置づけられたソフト対策に要
する予算を十分に確保すること。

（３） 土砂災害防止施設の整備を推進し、公共施設や要配慮者利用施設等を保
全するため、ハード対策に要する予算の更なる拡大を図ること。

（４） 公共土木施設の災害復旧事業へ充当する地方債について、過年の充当率
が現年と同率になるよう、見直しを行うこと。

（５） 災害復旧事業に関する調査・設計費の国庫補助対象要件について、更な
る拡充を図ること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 令和２年度第３次補正予算の「防災・減災、国土強靱化のための５か年
加速化対策」により集中的に予算が配分されておりますが、河川の治水対
策や、河川管理施設等の老朽化対策を計画的に推進するため、別枠での安
定的な予算の確保が必要です。

（２） 流域全体で水害を軽減させるため、流域治水協議会において策定した流
域治水プロジェクトに位置づけられた対策を、計画的に推進していく必要
があることから、ソフト対策についても十分な予算を集中的かつ継続的に
確保する必要があります。

（３） 当県における土砂災害防止施設の整備は、公共施設や要配慮者利用施設

等を保全する箇所で重点的に実施しており、秋田内陸縦貫鉄道や一級河川

阿仁川等を保全する北秋田市阿仁小渕地区の地すべり対策事業など、ハ
こ ぶち

ード対策にかかる予算の更なる拡大が必要です。

（４） 災害復旧事業の地方債充当率は、過年は現年と比べて１０％低いことか
ら、過年における財源の確保が課題になっています。

（５） 災害復旧事業の申請及び実施にかかる調査・設計費の国庫補助対象につ
いては一部拡充が図られたものの、調査・設計には多額の県予算を要する
ことから、財源の確保が課題になっています。
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（県担当課室名　建設部河川砂防課）

　　河川改修事業　②太平川（秋田市）

下内川

①小渕地区

新城川

②太平川

芋川

③斉内川新波川

【雄物川圏域】

【子吉川圏域】

【米代川圏域】

河川改修事業及び老朽化対策・土砂災害対策の推進

流域治水協議会により策定した
流域治水プロジェクト概要（県事業：河川・砂防関係）

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすためのハード対策】
・米代川水系：下内川堤防整備・小渕地区地すべり対策　等
・雄物川水系：新城川堤防整備　等
・子吉川水系：芋川堤防整備　等
・馬場目川水系：馬踏川堤防整備　等

【被害の軽減、早期復旧復興のためのソフト対策】
・浸水想定区域図作成：新波川（雄物川水系）ほか５河川　
・危機管理型水位計設置、更新：設置済み数　　１８８基　
・簡易型河川監視カメラ設置、更新：設置済み数　５６基

令和４年度　秋田県による主要事業箇所及び補助ダム位置、流域治水協議会区域図

凡例

河川改修事業箇所

地すべり対策事業

　　　地すべり対策事業　①小渕地区（北秋田市）

一級河川　阿仁川

施行済
暫定施行済
R3施工

集
水
井

←小渕駅（至鷹巣） 阿仁合駅（至角館）→

1級水系補助ダム（１４基）

R3.8月　橋梁架け替え後秋田新幹線通過状況

才八橋

R3.8月　橋梁下部施工状況

仮橋　
　　旧橋

2級水系ダム（１基）

河川管理施設（樋門・樋管）の補修等　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１００基
ダム設備の更新等　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４基
砂防関係施設（砂防えん堤ほか）の補修等

４，７７８施設
海岸保全施設（護岸ほか）の補修等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６１，７０６ｍ

雄
物
川

子
吉
川

米
代
川

　　河川改修事業　③斉内川（大仙市）

一級河川　太平川

一級河川　斉内川

長寿命化計画に基づく老朽化対策

JR秋田新幹線
秋田駅→←大曲駅

秋田内陸縦貫鉄道

←大曲駅

角館駅→

馬踏川

県管理河川
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Ⅻ　ふるさとの自然や資源を次代につなぐ環境保全対策の推進
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Ⅻ-１ 能代産業廃棄物処理センターにかかる環境保全対策

への支援の継続について

環境省環境再生・資源循環局

【要望の内容】

当県が「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下

「産廃特措法」という。）に基づく特定支障除去等事業により実施している能代

産業廃棄物処理センターにかかる環境保全対策について、令和４年度末の産廃特

措法の失効後も、国庫補助の継続又は新たな支援制度の創設等により、財政支援

を継続すること。

【要望の背景や当県の取組】

（１） 産業廃棄物の不適正処理に起因した能代産業廃棄物処理センターの環境

汚染問題については、平成１７年１月に環境大臣の同意を得た産廃特措法

の事業実施計画に基づき、国の財政支援を得ながら「現場内処理」を基本

とした環境保全対策を実施しています。

（２） 平成２４年８月に、産廃特措法の期限が令和５年３月まで延長されたこ

とから、新たな事業実施計画を策定し、平成２５年３月に環境大臣の同意

を得て引き続き国の財政支援を得ながら対策を講じた結果、処分場周辺の

地下水等の汚染状況が改善されるなど、一定の成果を得たところです。

（３） しかしながら、産廃特措法に基づく事業実施計画の期間終了後も、処分

場が安定化するまでの間は処分場浸出水の処理が必要であるほか、処分場

敷地内の地下水の汲上げ処理などの環境保全対策を継続していく必要があ

ります。

（４） これらの環境保全対策を継続していくためには、毎年、１億円程度の費

用を要するほか、処分場浸出水等処理施設の機械や電気設備の更新等に多

額の費用を要するため、引き続き国の財政支援が必要です。
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【参考資料】

１ 能代産業廃棄物処理センター全景

２ 特定支障除去等事業の概要（平成２５年３月環境大臣同意）

３ 平成１６年度以降の事業費等

（県担当課室名 生活環境部環境整備課）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

○　汚水処理等の維持管理対策

・汚染地下水の回収・処理

・水処理施設（促進酸化処理）の新設

○　汚水拡散防止対策

・揚水井戸の設置工事

○　場内雨水対策

・雨水排水路,キャッピング等の整備工事

○　環境モニタリング

・水質調査

年　　　度

（単位：百万円）

年　　　度 事　業　費 うち国等の支援額

Ｈ１６～２４年度  ２,９８９  ８５３

Ｈ２５年度  １５６  ３２

Ｈ２６年度  ３６５  １０９

Ｈ２７年度  １１２  ３７

Ｈ２８年度  ５１４  １６４

Ｈ２９年度  １５７  ３２

Ｈ３０年度  １２２  ３４

Ｒ元年度  １３８  ３３

Ｒ２年度  １７２  ３９

合　　　計  ４,７２５  １,３３３

※　産廃特措法の適用により、支援対象事業費の１／３が国から支援される。また、支援対象事業費
　の２／３の７５％を地方債で充当し、この地方債の元利償還金の５０％が地方交付税措置される。

促進酸化施設

水処理施設

水処理施設
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